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施策 101 治水対策の推進 主担当課：土木課 
 

現状と課題 

■全国的にゲリラ豪雨や集中豪雨による浸水被害が多発しており、市民の治水に対する

関心が高まっていることから、引き続き市民に分かりやすい水害対応情報の発信に努

め、市民との情報共有を図る必要があります。 

■雨水を河川に放流するための排水ポンプ場について、堀江ポンプ場、豊田川ポンプ場、

西清洲ポンプ場をはじめ、老朽化に対応した計画的な施設の改修を進めています。 

■河川の流下能力の向上等を図るため、国や県と連携して庄内川特定構造物改築事業や

河川整備事業などを進めています。 

■都市化の進行に伴って、雨水を貯留して地面に染み込ませる田畑の減少が進んでいる

ことから、浸水被害の発生を防止するための雨水貯留対策を推進する必要があります。 

 

施策に対する市民の満足度・重要度 
 

［満足度・重要度の推移］        ［2018（平成 30）年度調査結果］ 

  
 

目指す姿 

総合的な治水対策が着実に進展し、浸水被害の軽減が図られています。 

 

達成度指標 
 

指 標 前期計画基準値 後期計画基準値 後期計画目標値 

市民満足度調査における満足

度満足度 

31.2％ 

（2016 年度） 

28.4％ 

（2018 年度） 

後期計画基準値から増加 

（2023 年度） 

床上浸水被害の発生件数 
0 件 

（2015 年度） 

0 件 

（2018 年度） 

0 件 

（2024 年度） 

水害対応ガイドブックを知っ

ている市民の割合満足度 
－ 

66.6％ 

（2018 年度） 

後期計画基準値から増加 

（2023 年度） 

大雨でも自宅の浸水の心配が

ないと思う市民の割合満足度 

29.0％ 

（2016 年度） 

26.5％ 

（2018 年度） 

後期計画基準値から増加 

（2023 年度） 
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施策の展開 

１ 市民に分かりやすい水害対応情報の発信【防災行政課】 

「水害対応ガイドブック」や「浸水想定区域図」等により、市民に分かりやすい水害

対応情報を発信します。 

２ 排水ポンプ場・雨水幹線等の整備・管理【上下水道課】 

雨水の河川放流により浸水被害を防止・軽減するため、排水ポンプ場や雨水幹線等

の整備・管理を行います。 

３ 水害に強い安全な河川づくり【土木課・都市計画課】 

国や県と連携した河川改修事業等により、水害に強い安全な河川づくりに取り組み

ます。 

４ 雨水貯留施設の整備・管理【土木課・上下水道課】 

雨水の流出による浸水被害を防止・軽減するため、雨水貯留施設の整備・管理を行

います。 

５ 民間雨水貯留浸透施設の設置支援【都市計画課】 

雨水の流出による浸水被害を防止・軽減するため、民間の雨水浸透ますや雨水貯留

槽の設置に対する支援を行います。 

６ 水防施設の管理・運営【都市計画課】 

浸水被害発生時に適切な対応を行うため、庄内川水防センターを適正に管理・運営

します。 

 

関連する個別計画 
 

計画名 計画の概要 根拠法令 計画期間 

一級河川庄内川
水系 新川圏域
河川整備計画
（愛知県） 

一級河川庄内川水系の新川圏域において、
まちの暮らしを支えはぐくむ、安全で安心
できる川づくりを進めるための計画です。 

河川法 2007（平成
19）年から
おおむね30
年 

二級河川日光川
水系 河川整備
計画（愛知県・名
古屋市） 

二級河川日光川水系において、歴史に学び
地域と歩む、安全で安心できる川づくりを
進めるための計画です。 

河川法 2011（平成
23）年から
おおむね30
年 

新川流域水害対
策計画（愛知県
及び清須市など
流域 15市町） 

河川管理者、下水道管理者、流域内の地方
公共団体等の関係機関が連携して、浸水被
害対策を推進するための計画です。 

特定都市河
川浸水被害
対策法 

2007（平成
19）年から
おおむね30
年 

公共下水道全体
計画 

公共下水道の計画区域等を定めた全体計画
です。 

－ 

2010（平成
22）年度～
2025（令和
７）年度 

公共下水道事業
計画 

公共下水道を整備する地区や工事の期間等
を記載した事業計画です。おおむね５年ご
とに予定処理区域の拡大を行っています。 

下水道法、
都市計画法 

2016（平成
28）年度～
2020（令和
２）年度 
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施策 102 防災・減災対策の推進 主担当課：防災行政課 
 

現状と課題 

■西日本を中心に甚大な被害が想定される南海トラフ地震について、今後 30年以内の発
生確率が高まるなど発生が懸念されていることから、総合的な地震防災対策を推進す
る必要があります。 

■災害発生時における市の業務継続の視点から対応策をまとめた「業務継続計画（ＢⅭ
Ｐ）」を 2017（平成 29）年度に策定しました。その内容を踏まえて、より実践的な訓
練に取り組んでいます。 

■防災行政無線をはじめとする防災情報の伝達手段について、社会の変化に対応して、
多様な媒体による情報発信を検討する必要があります。 

■地域の防災活動を主導し、災害時にリーダーシップを発揮できる人材を増やすため、
地域防災リーダーの養成を進めています。 

■住宅の耐震化率を上げるため、引き続き各種媒体を通じて耐震化の啓発を図るととも
に、耐震化率向上に向けた取組を多角的に進める必要があります。 

 

施策に対する市民の満足度・重要度 
 
［満足度・重要度の推移］        ［2018（平成 30）年度調査結果］ 

  
 

目指す姿 

「減災」の理念が行政・市民へ徹底され、災害への備えが充実しています。 
 

達成度指標 
 

指 標 前期計画基準値 後期計画基準値 後期計画目標値 

市民満足度調査における満足

度満足度 

26.1％ 

（2016 年度） 

25.9％ 

（2018 年度） 

後期計画基準値から増加 

（2023 年度） 

日頃から災害への備えをして

いる市民の割合満足度 

41.2％ 

（2016 年度） 

37.5％ 

（2018 年度） 

後期計画基準値から増加 

（2023 年度） 

地域防災リーダー数戦略③ 
86 人 

（2015 年度末） 

229 人 

（2018 年度末） 

450 人 

（2024 年度末） 

自主防災活動への参加者数 
3,700 人 

（2015 年度） 

3,699 人 

（2018 年度） 

4,500 人 

（2024 年度） 

地震防災ハザードマップを知

っている市民の割合満足度 
－ 

70.1％ 

（2018 年度） 

後期計画基準値から増加 

（2023 年度） 

市内の住宅耐震化率 
67％ 

（2013 年度末） 

72％ 
（2017 年度末） 

※数値更新予定 

95％ 

（2024 年度末） 
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施策の展開 

１ 防災体制の強化【防災行政課】 
災害発生時に適切な機能を確保するため、業務継続計画（ＢＣＰ）を踏まえた訓練

の実施や防災資機材の整備等により、防災体制の強化に取り組みます。 

２ 市民に分かりやすい防災情報の発信【防災行政課】 
市民と防災情報を共有するため、「地震防災ハザードマップ」等を活用して、市民に

分かりやすい防災情報を発信します。 

３ 多様な媒体による防災情報の発信【防災行政課】戦略① 

防災情報の伝達手段について、多様な媒体による情報発信に取り組みます。 

４ 地域防災リーダー養成講座の開催【防災行政課】戦略①・③ 

災害発生時にリーダーシップを発揮することができる人材を育成するため、地域防
災リーダー養成講座・フォローアップ講座を開催します。 

５ 市民が行う防災活動への支援【防災行政課】 
市民が自ら防災対策に取り組む意識を高めるため、市民が行う防災活動に対する支

援を行います。 

６ 民間住宅耐震化等の啓発・支援【防災行政課・都市計画課】 
民間住宅の耐震化等を促進するため、耐震化等の啓発や民間木造住宅の耐震診断を

行うとともに、民間木造住宅の耐震改修・除却等に対する支援を行います。 

７ 防災施設の管理・運営【防災行政課】 
災害発生時に適切な対応を行うため、新川ふれあい防災センター等を適正に管理・

運営します。 
８ 避難行動要支援者名簿の管理等【社会福祉課】 

要介護状態区分、障害支援区分、家族の状況等を考慮の上、避難行動要支援者の要
件を設定し、避難行動要支援者名簿の管理等を行います。 

９ 災害時支援の実施【社会福祉課】 
風水害等の災害をり災した市民の経済的負担を軽減するため、災害見舞金等の支給

や災害援護資金貸付制度等の適正な運用を行います。 

10 空家等対策の推進【防災行政課】 

防災等の観点から、適切な管理が行われていない空家等に関する対策を推進します。 
 

関連する個別計画 
 

計画名 計画の概要 根拠法令 計画期間 

地域防災計画 地域の災害予防、災害応急対策及びその事前対策、災
害復旧に関する事項を定めた計画です。 

災害対策基本
法 

－ 

業務継続計画
（ＢＣＰ） 

行政自体の被災を前提として、応急・復旧業務に加え
て、中断できない通常業務に優先順位をつけて整理し
た、地域防災計画を補完する計画です。 

－ － 

国民保護計画 武力攻撃や大規模テロ等の事態において、国民保護法
等に基づき、国民保護措置等を的確かつ迅速に実施す
るための計画です。 

武力攻撃事態等
における国民の
保護のための措
置に関する法律 

－ 

耐震改修促進計
画（改訂版） 

住宅・特定建築物の耐震診断及び耐震改修を促進し、
地震時の建築物の倒壊等によって発生する人的被害及
び経済的被害を軽減するための計画です。 

建築物の耐震
改修の促進に
関する法律 

2015（平成 27）
年度～2020（令
和２）年度 

空家等対策計画 空家問題についての市の基本的な考え方を明確にし、
放置空家への対応や放置空家を増やさないための方策
を体系化し、施策を着実に推進するための計画です。 

空家等対策の
推進に関する
特別措置法 

2019（令和元）年
度～2023（令和
５）年度 
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施策 103 防犯・交通安全対策の推進 主担当課：防災行政課 
 

現状と課題 

■近年、西枇杷島警察署管内における侵入盗（住宅対象）の犯罪発生率が県内でワース

ト上位となっていますが、発生件数は 2013（平成 25）年をピークに減少しています。 

■市内には自主的な防犯活動や交通安全活動を行っている各種団体があり、活発な活動

により防犯・交通安全対策における大きな役割を担っていますが、会員の高齢化が進

行しており、若い人材が不足しています。 

■近年、市内の交通事故発生件数は横ばいとなっており、交通安全協会や県、西枇杷島

警察署と連携して啓発を図る必要があります。 

■2016（平成 28）年３月から名鉄新清洲駅前、2017（平成 29）年 11 月からＪＲ枇杷島

駅前において、有料自転車等駐車場の運営を開始しました。「自転車等駐車対策基本方

針」に基づき、ＪＲ清洲駅前においても有料自転車等駐車場の整備と自転車等放置禁

止区域の指定を進める必要があります。 

 

施策に対する市民の満足度・重要度 
 

［満足度・重要度の推移］        ［2018（平成 30）年度調査結果］ 

  
 

目指す姿 

関係機関との連携により総合的な防犯・交通安全対策が展開され、犯罪や交通事故が減

少しています。 

 

達成度指標 
 

指 標 前期計画基準値 後期計画基準値 後期計画目標値 

市民満足度調査における満足

度満足度 

30.9％ 

（2016 年度） 

28.9％ 

（2018 年度） 

後期計画基準値から増加 

（2023 年度） 

交通死亡事故発生件数 
2 件 

（2015 年） 

3 件 

（2018 年） 

0 件 

（2024 年） 

侵入盗（住宅対象）の認知件

数 

93 件 

（2015 年） 

34 件 

（2018 年） 

後期計画基準値から減少 

（2024 年） 

日頃から住宅侵入盗への備え

をしている市民の割合満足度 

63.7％ 

（2016 年度） 

55.6％ 

（2018 年度） 

後期計画基準値から増加 

（2023 年度） 
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施策の展開 

１ 街路灯（防犯灯）の整備・管理【土木課】 

夜間における犯罪や交通事故を抑止するため、街路灯（防犯灯）の整備・管理を行い

ます。 

２ 見守りカメラの設置支援【防災行政課】 

地域が連携して防犯活動を行う意識を高めるため、ブロックが行う見守りカメラの

設置に対する支援を行います。 

３ 多様な媒体による防犯情報の発信【防災行政課】戦略① 

防犯情報の伝達手段について、多様な媒体による情報発信に取り組みます。 

４ 防犯活動等を行う団体への支援【防災行政課】 

市民の防犯や非行防止に対する意識を高めるため、各種団体が行う防犯活動等に対

する支援を行います。 

５ 交通安全活動の実施【防災行政課】 

児童・生徒の登下校時の安全を確保するため、見守り活動や啓発活動等を行います。 

６ 放置自転車等防止対策の実施【防災行政課】 

鉄道駅周辺等における歩行者の安全を確保するため、放置自転車等の防止対策に取

り組みます。 

７ 交通安全活動を行う団体への支援【防災行政課】 

市民の交通安全に対する意識を高めるため、各種団体が行う交通安全活動に対する

支援を行います。 

 

関連する個別計画 
 

計画名 計画の概要 根拠法令 計画期間 

自転車等駐車対

策基本方針 

安全で快適な自転車等駐車環境の確保を推

進するための計画です。 
－ 

2014（平成

26）年度～ 

2024（令和

６）年度 
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施策 104 消防・救急医療体制の充実 主担当課：防災行政課 
 

現状と課題 

■清須市・北名古屋市・豊山町で組織する西春日井広域事務組合が行っている消防・救
急業務について、2016（平成 28）年度に救急車両を増車するなど、充実強化に向けた
取組を進めています。 

■広域的な連携により消防・救急機能の充実強化を図るため、犬山市・江南市・小牧市・
岩倉市・清須市・北名古屋市・豊山町・大口町・扶桑町の６市３町が連携して「尾張中
北消防指令センター」を設置しました。2016（平成 28）年度から消防通信指令業務の
共同運用（消防無線広域化共同運用）を行っています。 

■地域防災活動の重要な役割を担う消防団は、本部と 12分団で構成されています。団員
数はおおむね定員を満たしており、団員の加入率は県内でも高い水準となっています
が、引き続き担い手の確保に努める必要があります。 

■尾張中部地域の２次救急医療機関（済衆館病院・はるひ呼吸器病院）が行う医療機器
の更新に対する支援など、引き続き広域的な連携により、救急医療体制を確保する必
要があります。 

 

施策に対する市民の満足度・重要度 
 

［満足度・重要度の推移］        ［2018（平成 30）年度調査結果］ 

  
 

目指す姿 

広域的な連携が強化されるとともに、非常備消防力が安定的に確保され、市民が安心で

きる消防・救急医療体制が整っています。 

 

達成度指標 
 

指 標 前期計画基準値 後期計画基準値 後期計画目標値 

市民満足度調査における満足

度満足度 

37.4％ 

（2016 年度） 

38.1％ 

（2018 年度） 

後期計画基準値から増加 

（2023 年度） 

救急車が到着するまでの平均

所要時間 

8.27 分 

（2015 年） 

7.56 分 

（2018 年） 

後期計画基準値から減少 

（2024 年） 

火災発生件数 
16 件 

（2015 年） 

19 件 

（2018 年） 

0 件 

（2024 年） 

消防団員数 
280 人 

（2016 年 4 月 1 日） 

274 人 

（2019 年 4 月 1 日） 

293 人 

（2025 年 4 月 1 日） 
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施策の展開 

１ 常備消防力・救急機能の確保【防災行政課】 

市民を火災等の災害から守り、傷病者を適切に医療機関へ搬送するため、広域的な

連携により常備消防力・救急機能を確保します。 

２ 非常備消防力の確保【防災行政課】 

地域に根ざした活動により市民を火災等の災害から守るため、消防団等の非常備消

防力を確保します。 

３ 防火の啓発【防災行政課】 

市民の防火に対する意識を高めるため、啓発活動を行います。 

４ 救急医療体制の確保【健康推進課】 

市民が適切な救急医療を受けられるよう、広域的な連携による救急医療の運営や、

市民に分かりやすい医療機関情報の発信により、救急医療体制を確保します。 

５ 応急手当技能の普及【防災行政課】 

救命講習の開催等を通して、応急手当技能の普及に取り組みます。 
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施策 201 母子保健の充実 主担当課：健康推進課 
 

現状と課題 

■少子化の進行、晩婚化・晩産化と未婚率の上昇、核家族化、育児の孤立化など、現在の
母子保健を取り巻く状況を踏まえて、安心して子どもを生み、健やかに育てることが
できる環境づくりを推進する必要があります。 

■本市では、妊娠前から子育て期にわたるまでの切れ目ない支援を妊産婦・乳幼児等に
行うため、2018（平成 30）年４月から「子育て世代包括支援センター」を設置しまし
た。多様な媒体による周知など利用促進を図ることにより、子育て世代を支援するた
めのワンストップ拠点として、地域に定着するように努める必要があります。 

■地域での母子保健活動を担う母子保健推進員や各種団体と連携して、身近な地域で育

児不安を解消するための取組を進め、乳幼児の健やかな成長を支える必要があります。 

 

施策に対する市民の満足度・重要度 
 

［満足度・重要度の推移］        ［2018（平成 30）年度調査結果］ 

  
 

目指す姿 

子育て世代包括支援センターを中心に、妊娠前から子育て期にわたる切れ目ない支援が
提供され、安心して妊娠・出産・育児ができる環境がつくられています。 

 

達成度指標 
 

指 標 前期計画基準値 後期計画基準値 後期計画目標値 

市民満足度調査における満足
度満足度 

31.5％ 
（2016 年度） 

29.0％ 
（2018 年度） 

後期計画基準値から増加 
（2023 年度） 

今後もこの地域で子育てして
いきたいと思う３歳児の保護
者等の割合※戦略① 

－ 
96.9％ 

（2018 年度） 
後期計画基準値を維持 
（2024 年度） 

ゆったりとした気分で過ごせ
る時間がある３歳児の保護者
等の割合※ 

69.5％ 
（2015 年度） 

70.8％ 
（2018 年度） 

後期計画基準値から増加 
（2024 年度） 

「子育て世代包括支援センタ
ー」を知っている市民の割合
満足度 戦略① 

－ 
30.5％ 

（2018 年度） 
後期計画基準値から増加 
（2023 年度） 

母子保健推進員数戦略③ 
44 人 

（2016 年 4 月 1 日） 
58 人 

（2019 年 4 月 1 日） 
70 人 

（2025 年 4 月 1 日） 
※１ ３歳児健診を受診した幼児の保護者等を対象としたアンケート調査により測定。 
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- 13 - 

 
 

施策の展開 

１ 子育て世代包括支援センターの運営【子育て支援課・健康推進課】戦略① 

 妊娠前から子育て期にわたるまでの切れ目ない支援を妊産婦・乳幼児等に行うため、

子育て世代包括支援センターの母子保健コーディネーター等による、個々の成長にあ

わせた相談支援等を行います。 

２ 一般不妊治療への支援【健康推進課】 

不妊に悩む夫婦を対象とした、一般不妊治療への支援を行います。 

３ 妊婦等健診の実施【健康推進課】 

妊娠・出産期を健康に過ごすことができるよう、妊婦等健診を行います。 

４ 乳幼児健診等の実施【健康推進課】 

乳幼児が健康な生活を送ることができるよう、乳幼児健診等を行います。 

５ 乳幼児訪問指導等の実施【健康推進課】 

低体重児等の母親の育児不安を軽減し、子どもの健やかな成長を支援するため、乳

幼児訪問指導を行います。また、入院養育を要する未熟児に対する医療給付を行いま

す。 

６ 母子の健康教育・健康相談の充実【健康推進課】 

出産や育児についての正しい理解を深めるとともに、育児不安を軽減するため、パ

パママ教室や離乳食講習会、乳幼児健康相談等により、母子の健康教育・健康相談の

充実に取り組みます。 

７ ホームヘルパーの派遣【子育て支援課】 

産前・産後の体調不良等により、家事や育児が困難な世帯を支援するため、ホーム

ヘルパーの派遣を行います。 

８ 母子保健推進員との連携【健康推進課】戦略③ 

地域での母子保健活動の充実を図るため、母子保健推進員を養成するとともに、こ

んにちは赤ちゃん訪問など、母子保健推進員と地区担当保健師が連携した取組を行い

ます。 
 

関連する個別計画 
 

計画名 計画の概要 根拠法令 計画期間 

健康日本２１清
須計画（第２次） 

健康づくり施策の進むべき方向と主要な取
組を示し、健康寿命をさらに延伸させるこ
とを目指す計画です。 

健康増進法 2015（平成
27）年度～ 
2023（令和
５）年度 

自殺対策計画 本市における自殺対策を明らかにし、誰も
自殺に追い込まれることのないまちを目指
す計画です。 

自殺対策基
本法 

2019（令和
元）年度～ 
2023（令和
５）年度 

第２期  子ど
も・子育て支援
事業計画 

妊娠期から乳幼児期、学童期、思春期へと
つながる子どもの発達・成長を一体的・連
続的にとらえ、社会全体での子育て環境を
より一層充実していくための計画です。 

子ども・子
育て支援法 

2019（令和
元）年度策
定予定 
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施策 202 子育て支援の充実 主担当課：子育て支援課 
 

現状と課題 

■「子ども・子育て支援法」等に基づいて、2015（平成 27）年４月から、幼児期の学校
教育や保育、地域の子育て支援の量の拡充や質の向上を進める「子ども・子育て支援
新制度」が始まりました。新制度では、市町村が子育て支援のニーズを把握した上で、
その提供体制を確保するための「子ども・子育て支援事業計画」を策定することが求
められており、本市では 2020（令和２）年４月から新たな計画が始まります。 

■幼児教育の負担軽減による少子化対策などの観点から、2019（令和元）年 10月の消費
税率の引上げによる財源を活用して、保育・幼児教育の無償化の取組が進められてい
ます。 

■就労形態の変化や女性の社会進出に伴う保育ニーズの多様化に対応して、保育サービ
スの充実を図る必要があります。特に０歳～２歳の低年齢児に係る保育ニーズの増加
が顕著となっており、その対応が必要です。 

■核家族化の進行や地域のつながりの希薄化を背景として、子育てに不安を抱える保護
者が増加していることから、子育て支援情報の発信や交流の場の提供などにより、地
域で安心して子育てができる環境づくりを進める必要があります。 

 

施策に対する市民の満足度・重要度 
 
［満足度・重要度の推移］        ［2018（平成 30）年度調査結果］ 

  
 

目指す姿 

市民ニーズに応じた子育て支援が充実し、安心して子育てと仕事・社会活動が両立でき
るまちになっています。 

 

達成度指標 
 

指 標 前期計画基準値 後期計画基準値 後期計画目標値 
市民満足度調査における満足
度満足度 

32.7％ 
（2016 年度） 

27.4％ 
（2018 年度） 

後期計画基準値から増加 
（2023 年度） 

保育園の入園待機児童数 
戦略① 

0 人 
（2016 年 4 月 1 日） 

0 人 
（2019 年 4 月 1 日） 

0 人 
（2025 年 4 月 1 日） 

公立保育園の利用者満足度 
※１ 

90.8％ 
（2016 年度） 

96.2％ 
（2018 年度） 

後期計画基準値から増加 
（2024 年度） 

公立幼稚園の利用者満足度 
※２ 

85.0％ 
（2016 年度） 

86.6％ 
（2018 年度） 

後期計画基準値から増加 
（2024 年度） 

子育て情報発信プロジェクト
「キヨスマ」を知っている市
民の割合満足度 

－ 
20.7％ 

（2018 年度） 
後期計画基準値から増加 
（2023 年度） 

※１ 市内公立保育園の児童の保護者を対象としたアンケート調査により測定。 

※２ 西枇杷島第１幼稚園の園児の保護者を対象としたアンケート調査により測定。 
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施策の展開 

１ 保育・幼児教育の充実【子育て支援課・学校教育課】戦略① 

安心して就労と子育ての両立ができる環境づくりを行うため、質の高い保育・幼児

教育の提供や、低年齢児の保育ニーズの増加への対応、発達・発育の気になる子ども

や障害のある子どもへの地域での支援体制の確保等により、保育・幼児教育の充実に

取り組みます。 

２ 多様化する保育ニーズへの対応【子育て支援課・学校教育課】 

病児・病後時保育や一時預かり等により、多様化する保育ニーズへの対応に取り組

みます。 

３ 子育て支援サービスの充実【子育て支援課】 

地域の中で安心して子育てができる環境づくりを行うため、児童館や子育て支援セ

ンター、ファミリー・サポート・センターの運営等により、子育て支援サービスの充実

に取り組みます。 

４ 放課後等における活動の場の充実【子育て支援課・学校教育課】戦略① 

放課後児童クラブや放課後子ども教室の実施により、放課後等における活動の場の

充実に取り組みます。 

５ 子育て世代包括支援センターの運営【子育て支援課・健康推進課】戦略① 

 妊娠前から子育て期にわたるまでの切れ目ない支援を妊産婦・乳幼児等に行うため、

子育て世代包括支援センターの子育てコンシェルジュ等による、個々の成長にあわせ

た相談支援等を行います。 

６ 子育て情報発信プロジェクト「キヨスマ」の推進【子育て支援課】 

市民に分かりやすい子育て情報を発信するため、スマートフォン用アプリ・子育て

情報Ｗｅｂサイト・ガイドブックによる子育て情報発信プロジェクト「キヨスマ」を

推進します。 

７ 保育・幼児教育の無償化の推進【子育て支援課・学校教育課】 

保育・幼児教育を受ける際の経済的負担を軽減するため、保育・幼児教育の無償化

を推進します。 

８ 児童手当の支給【子育て支援課】 

子育て家庭の経済的負担を軽減するため、児童手当を支給します。 

９ 医療費助成の実施【保険年金課】 

子育て家庭の医療を受ける際の経済的負担を軽減するため、医療費助成を行います。 

 

関連する個別計画 
 

計画名 計画の概要 根拠法令 計画期間 

第２期  子ど

も・子育て支援

事業計画 

《再掲》 

妊娠期から乳幼児期、学童期、思春期へと

つながる子どもの発達・成長を一体的・連

続的にとらえ、社会全体での子育て環境を

より一層充実していくための計画です。 

子ども・子

育て支援法 

2019（令和

元）年度 

策定予定 
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施策 203 学校教育の充実 主担当課：学校教育課 
 

現状と課題 
■地方教育行政における責任の明確化や首長との連携の強化などを目的とした改正「地

方教育行政の組織及び運営に関する法律」が 2015（平成 27）年４月から施行され、本

市でも「総合教育会議」を設置し、教育行政の基本指針となる「教育大綱」を策定し

て、大綱に基づく取組を進めています。 

■学習指導要領が改訂され、小学校では 2020（令和２）年度から、中学校では 2021（令

和３）年度から全面実施されることに伴い、小学校における外国語教育の充実など、

新学習指導要領に対応した取組を進める必要があります。 

■いじめなど児童・生徒の問題行動を未然に防ぐため、関係機関との連携を強化する必

要があります。 

■市内全小・中学校の普通教室に空調設備を設置するなど、安全で快適な教育環境を確

保するための取組を進めています。引き続き、学校施設の経年劣化に対応した計画的

な整備を進める必要があります。 

■学校給食を通して地域とのつながりを知る機会を提供するため、学校給食での積極的

な地場産物の提供に取り組む必要があります。 

■経済的な理由によって就学が困難な家庭に対して、新入学児童生徒の学用品費等の入

学前支給の実施など、継続的にきめ細やかな支援を行う必要があります。 
 

施策に対する市民の満足度・重要度 
 

［満足度・重要度の推移］        ［2018（平成 30）年度調査結果］ 

  
 

目指す姿 
教育環境の充実により児童・生徒一人ひとりの学びへの意欲が高まり、未来社会を主体

的に切り拓く資質と能力がはぐくまれています。 
 

達成度指標 
 

指 標 前期計画基準値 後期計画基準値 後期計画目標値 

市民満足度調査における満足

度満足度 

27.5％ 

（2016 年度） 

23.3％ 

（2018 年度） 

後期計画基準値から増加 

（2023 年度） 

学校生活を楽しいと感じる児

童・生徒の割合※ 

82.1％ 

（2016 年度） 

77.7％ 

（2018 年度） 

後期計画基準値から増加 

（2024 年度） 

学校施設長寿命化計画に基づ

き改修を実施した小・中学校

数 

0 校 

（2015 年度末） 

5 校 

（2018 年度末） 

12 校（全小中学校） 

（2024 年度末） 

※ 市内公立小・中学校の児童・生徒を対象としたアンケート調査により測定。 

23.9

40.7 39.2
30.9 27.5

23.3

54.1

75.2 78.0

61.7

72.1 73.0
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20.0

40.0

60.0

80.0

100.0

2008 2010 2012 2014 2016 2018

（単位：％）

満足度（満足、やや満足の合計） 重要度（重要、やや重要の合計）

4.7

48.8

18.6

24.2

57.2

15.8

7.2

0.3

2.9

0.1

9.4

10.7

満足度

重要度

（単位：％）

満足

/重要

やや満足

/重要

どちらとも

いえない

やや不満

/やや重要

不満

/重要ではない

無回答

政策２ 子育てのしやすいまちをつくる 
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施策の展開 
１ きめ細やかな学習指導【学校教育課】 

少人数学習や指導力を高めるための教員研修等により、きめ細やかな学習指導に取
り組みます。 

２ 学校・家庭・地域の連携強化【学校教育課・生涯学習課】 
児童・生徒の健やかな成長をはぐくむため、学校づくりに多彩な地域の人材や資源

を取り入れ、学校・家庭・地域の連携強化に取り組みます。 

３ 外国語教育の充実【学校教育課】 
外国語を通じて児童・生徒の言語や文化についての理解を深めるため、外国人英語

講師の授業等による外国語教育の充実に取り組みます。 

４ 地域のことを学ぶ機会の充実【学校教育課】戦略① 

清洲城及びあいち朝日遺跡ミュージアムの活用や、副読本を活用した小学校社会科
の授業など、学校教育の中で子どもが地域のことを学ぶ機会の充実に取り組みます。 

５ 相談支援体制の充実【学校教育課】 
児童・生徒や保護者の悩みや不安を軽減し、適切な支援を行うため、適応指導教室

や青少年・家庭教育相談員等による相談支援体制の充実に取り組みます。 

６ 特別支援体制の充実【学校教育課】 
学習や生活面で特別な支援が必要な児童・生徒に対して適切な支援を行うため、特

別支援教育支援員等による特別支援体制の充実に取り組みます。 

７ いじめ問題への対策の実施【学校教育課】 
児童・生徒による重大な問題行動が発生しないよう、いじめ問題対策連絡協議会の

設置等によりいじめ問題の対策に取り組みます。 

８ 義務教育施設の整備・管理【学校教育課】 
児童・生徒が安全で快適な環境で教育を受けられるよう、学校施設長寿命化計画に

基づいて、計画的な義務教育施設の整備・管理を行います。 

９ 学校給食の充実【学校給食センター管理事務所】 
児童・生徒が安全・安心でおいしい給食を食べられるよう、適切な衛生管理のもと、

地元産の農産物の積極的な使用等により学校給食の充実に取り組みます。 

10 就学困難な児童・生徒への支援【学校教育課】 
経済的理由等により就学困難な児童・生徒の保護者に対して、支援を行います。 

11 各種学校就学への支援【学校教育課】 
私立高等学校等を利用する保護者の経済的負担を軽減するため、授業料等に対する

支援を行います。 

12 入学祝品・卒業記念品の支給【学校教育課】 
児童・生徒の今後の学習意欲を高めるため、入学祝品・卒業記念品を支給します。 

 

関連する個別計画 
 

計画名 計画の概要 根拠法令 計画期間 
教育大綱 本市の教育・学術及び文化の振興に関する

総合的な指針です。 
地方教育行
政の組織及
び運営に関
する法律 

2017（平成
29）年度～
2020（令和
２）年度 

学校施設長寿命
化計画 

学校施設を対象として、基本的な方針とそ
れに基づく実際の整備内容や時期、費用等
を具体的に示した計画です。 

－ 

2016（平成
28）年度～
2025（令和
７）年度 
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施策 204 ひとり親家庭への支援の充実 主担当課：子育て支援課 
 

現状と課題 

■国は、経済的に厳しい状況に置かれたひとり親家庭等への自立支援の充実と、児童虐

待防止対策強化を目的として、「すくすくサポートプロジェクト」（すべての子どもの

安心と希望の実現プロジェクト）を進めています。 

■経済的に厳しい状況に置かれたひとり親家庭に対して、就業による自立に向けた就業

支援を基本としつつ、子育て・生活支援などの総合的な支援の充実を図る必要があり

ます。 

■悩みや不安を抱えるひとり親家庭に対して、一人ひとりに寄り添った支援を行うため、

相談支援体制の充実を図る必要があります。 

■ひとり親家庭の子どもは、親との離別や死別等により精神面・経済面で不安定な状況

に置かれるととともに、日頃から親と過ごす時間が限られる事が多いため、地域ぐる

みでその成長を支える取組を進める必要があります。 

 

施策に対する市民の満足度・重要度 
 

［満足度・重要度の推移］        ［2018（平成 30）年度調査結果］ 

  
 

目指す姿 

生活に不安を抱えるひとり親家庭への自立支援の体制が充実し、ひとり親家庭が安心し

て暮らすことができるまちになっています。 

 

達成度指標 
 

指 標 前期計画基準値 後期計画基準値 後期計画目標値 

市民満足度調査における満足

度満足度 

14.9％ 

（2016 年度） 

12.4％ 

（2018 年度） 

後期計画基準値から増加 

（2023 年度） 

自立支援教育訓練・職業訓練

給付金の活用件数 

3 件 

（2015 年度） 

2 件 

（2018 年度） 

5 件 

（2024 年度） 

ひとり親家庭からの就労相談

による就労者数 

10 人 

（2015 年度） 

6 人 

（2018 年度） 

10 人 

（2024 年度） 

  

14.9 12.4

61.3 61.8
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（単位：％）

満足度（満足、やや満足の合計） 重要度（重要、やや重要の合計）

3.1

34.8

9.3

27.0

72.9

25.6

3.2

1.4

1.6

0.6

9.9

10.6

満足度

重要度

（単位：％）

満足

/重要

やや満足

/重要

どちらとも

いえない

やや不満

/やや重要

不満

/重要ではない

無回答

政策２ 子育てのしやすいまちをつくる 



- 19 - 

 
 

施策の展開 

１ 家庭生活支援員の派遣【子育て支援課】 

ひとり親家庭の居宅において、日常生活に支障が生じている場合等に生活を支援す

るため、家庭生活支援員の派遣を行います。 

２ 自立に向けた技能・資格取得への支援【子育て支援課】 

ひとり親家庭の自立を促進するため、技能や資格の取得を支援します。 

３ 相談支援体制の充実【子育て支援課】 

ひとり親家庭の悩みや不安を軽減し、適切な支援を行うため、母子・父子自立支援

員等による相談支援体制の充実に取り組みます。 

４ 施設における保護等の実施【子育て支援課】 

保護が必要な母子の生活の安定のため、母子生活支援施設における保護等を行いま

す。 

５ 各種手当の支給【子育て支援課】 

ひとり親家庭の経済的負担を軽減するため、各種手当を支給します。 

６ 医療費助成の実施【保険年金課】 

ひとり親家庭の医療を受ける際の経済的負担を軽減するため、医療費助成を行いま

す。 

 

関連する個別計画 
 

計画名 計画の概要 根拠法令 計画期間 

第２期  子ど

も・子育て支援

事業計画 

《再掲》 

妊娠期から乳幼児期、学童期、思春期へと

つながる子どもの発達・成長を一体的・連

続的にとらえ、社会全体での子育て環境を

より一層充実していくための計画です。 

子ども・子

育て支援法 

2019（令和

元）年度 

策定予定 
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施策 205 青少年健全育成の推進 主担当課：生涯学習課 
 

現状と課題 

■核家族化の進行や地域のつながりの希薄化に伴って、地域ぐるみで青少年の健全育成

を推進する環境づくりが難しくなっています。 

■地域で青少年健全育成や家庭教育支援に取り組む各種団体と連携して、青少年健全育

成や家庭教育の啓発を図る必要があります。 

■本市では、成人式を新成人による実行委員会が企画運営しています。引き続き若者が

自分たちの手で創る成人式を支援し、地域への愛着や仲間とのつながりを深める取組

を推進する必要があります。 

 

施策に対する市民の満足度・重要度 
 

［満足度・重要度の推移］        ［2018（平成 30）年度調査結果］ 

  
 

目指す姿 

青少年健全育成の重要性について市民一人ひとりの認識が深まり、学校・地域・家庭の

つながりを通じて、青少年の健全な育成が推進されています。 

 

達成度指標 
 

指 標 前期計画基準値 後期計画基準値 後期計画目標値 

市民満足度調査における満足

度満足度 

16.3％ 

（2016 年度） 

14.3％ 

（2018 年度） 

後期計画基準値から増加 

（2023 年度） 

青少年が健全に成長している

と思う保護者等の割合満足度 

62.3％ 

（2016 年度） 

65.1％ 

（2018 年度） 

後期計画基準値から増加 

（2023 年度） 

成人式の出席率 － 
75.7％ 

（2018 年度） 

80％以上 

（2024 年度） 
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無回答

政策２ 子育てのしやすいまちをつくる 
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施策の展開 

１ 青少年健全育成・家庭教育の啓発【防災行政課・学校教育課・生涯学習課】 

市民の青少年健全育成や家庭教育に対する意識を高めるため、青少年健全育成大会

や家庭教育講演会、「家庭の日」推進事業等を通じて啓発活動を行います。 

２ 地域人材を活用した家庭教育支援【生涯学習課】 

地域人材を活用して、子育て交流の場や親の学びの機会の提供等による家庭教育支

援に取り組みます。 

３ 成人式の開催【生涯学習課】 

青少年の健やかな成長を育み、今後の地域の活性化につなげるため、成人式を行い

ます。 

４ 青少年健全育成活動を行う団体への支援【生涯学習課・スポーツ課】 

地域における青少年の交流の場づくりを促進するため、青少年健全育成活動を行う

各種団体への支援を行います。 

 

  



- 22 - 

施策 301 健康づくりの推進 主担当課：健康推進課 
 

現状と課題 

■国は、生活習慣と社会環境の改善を通じて、子どもから高齢者まで、ライフステージ
に応じて、健やかで心豊かに生活できる活力ある社会の実現を目指した健康づくり運
動（健康日本 21（第２次））を進めています。 

■本市でも、国や県の方針を踏まえて、「こころもからだも元気なまち」を目指して、健
康的な生活習慣の確立、疾病の発症予防と重症化予防、地域で支え合う健康づくりの
推進に取り組んでいます。 

■2016（平成 28）年３月に「自殺対策基本法」の一部改正が行われ、市町村が自殺対策
の推進に向けた計画を策定することなどが定められたことを踏まえて、本市では 2018
（平成 30）年度に「自殺対策計画」を策定して取組を進めています。 

■市民の健康志向の高まりを受けて、食生活改善推進員や各種団体と連携して、身近な
地域で、気軽に健康づくりができる環境づくりを進める必要があります。 

 

施策に対する市民の満足度・重要度 
 

［満足度・重要度の推移］        ［2018（平成 30）年度調査結果］ 

  
 

目指す姿 

市民一人ひとりの健康づくりが進み、こころもからだも元気なまちになっています。 

 

達成度指標 
 

指 標 前期計画基準値 後期計画基準値 後期計画目標値 

市民満足度調査における満足

度満足度 

36.9％ 

（2016 年度） 

33.5％ 

（2018 年度） 

後期計画基準値から増加 

（2023 年度） 

健康的な生活習慣を心がけて

いる市民の割合満足度 

70.1％ 

（2016 年度） 

68.2％ 

（2018 年度） 

後期計画基準値から増加 

（2023 年度） 

睡眠による休養を十分とれて

いると思う市民の割合満足度 

55.3％ 

（2016 年度） 

55.1％ 

（2018 年度） 

後期計画基準値から増加 

（2023 年度） 

ゲートキーパー養成講座の延

べ受講者数 
－ 

347 人 

（2018 年度末） 

472 人以上 

（2024 年度末） 

市民の喫煙率満足度 
15.2％ 

（2016 年度） 

13.9％ 

（2018 年度） 

後期計画基準値から減少 

（2023 年度） 

食生活改善推進員数戦略③ － 
47 人 

（2019 年 4 月 1 日） 
51 人 

（2025 年 4 月 1 日） 
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施策の展開 

１ 各種健（検）診の推進【健康推進課】 

生活習慣病の予防や早期発見・治療のため、各種健(検)診の受診勧奨と受診機会の

提供を行います。 

２ 健康教育・健康相談の充実【健康推進課】 

健康づくりに対する意識を高めるとともに、健康についての不安を軽減するため、

市民健康講座や市民健康相談等により、健康教育・健康相談の充実に取り組みます。 

３ 心の健康相談体制の充実【健康推進課】 

心の健康の保持・増進を図るため、心の悩みを抱える人をサポートするゲートキー

パーの養成等により、心の健康相談体制の充実に取り組みます。 

加えて、引きこもり問題にかかる相談にも取り組みます。 

４ 自殺対策の推進【健康推進課】 

心の健康相談体制の充実とあわせて、地域におけるネットワークの強化や市民意識

の啓発などにより、総合的な自殺対策を推進します。 

５ 食生活改善推進員との連携【健康推進課】戦略③ 

地域での食を通した健康づくりを図るため、食生活改善推進員を養成するとともに、

食生活改善推進員と連携した啓発活動を行います。 

６ 感染症対策の実施【健康推進課】 

予防接種等により、感染症の予防・蔓延防止に取り組みます。 

７ 骨髄提供者等への支援【健康推進課】 

骨髄移植の推進に向けて、骨髄提供者の負担を軽減し、骨髄提供しやすい環境をつ

くるため、骨髄提供者等に対する支援を行います。 

８ 保健センターの管理・運営【健康推進課】 

市民の健康の維持・増進を図るため、保健センターを適正に管理・運営します。 

 

関連する個別計画 
 

計画名 計画の概要 根拠法令 計画期間 

健康日本２１清
須計画（第２次） 

《再掲》 

健康づくり施策の進むべき方向と主要な取
組を示し、健康寿命をさらに延伸させるこ
とを目指す計画です。 

健康増進法 2015（平成
27）年度～ 
2023（令和
５）年度 

自殺対策計画 
《再掲》 

本市における自殺対策を明らかにし、誰も
自殺に追い込まれることのないまちを目指
す計画です。 

自殺対策基
本法 

2019（令和
元）年度～ 
2023（令和
５）年度 
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施策 302 地域福祉の充実 主担当課：社会福祉課 
 

現状と課題 

■地域福祉活動の重要な役割を担う民生委員・児童委員や人権擁護委員について、高齢

化の進行とともに、女性の社会進出や定年延長など社会環境の変化により、新しい担

い手が不足しています。 

■地域のつながりが希薄化する中で、地域福祉活動を活性化し、多様化する福祉ニーズ

に対応するためには、民生委員・児童委員や人権擁護委員、社会福祉協議会などとの

連携をこれまで以上に強化する必要があります。 

■民生委員・児童委員や人権擁護委員の活動を積極的に市民に周知することにより、地

域の中にその活動内容を浸透させていく必要があります。 

 

施策に対する市民の満足度・重要度 
 

［満足度・重要度の推移］        ［2018（平成 30）年度調査結果］ 

  
 

目指す姿 

民生委員・児童委員や人権擁護委員、社会福祉協議会の活動が充実し、地域におけるつ

ながりの中で、誰もが安心できるまちになっています。 

 

達成度指標 
 

指 標 前期計画基準値 後期計画基準値 後期計画目標値 

市民満足度調査における満足

度満足度 

26.9％ 

（2016 年度） 

26.3％ 

（2018 年度） 

後期計画基準値から増加 

（2023 年度） 

民生委員・児童委員の地域で

の活動を知っている市民の割

合満足度 

41.7％ 

（2016 年度） 

40.0％ 

（2018 年度） 

後期計画基準値から増加 

（2023 年度） 

人権擁護委員の地域での活動

を知っている市民の割合 

満足度 

15.4％ 

（2016 年度） 

15.5％ 

（2018 年度） 

後期計画基準値から増加 

（2023 年度） 
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施策の展開 

１ 民生委員・児童委員との連携【社会福祉課】 

きめ細やかに福祉ニーズに対応するため、地域で活動する民生委員・児童委員と連

携した取組を進めます。 

２ 人権擁護委員との連携【社会福祉課】 

市民の人権擁護に対する意識を高めるため、地域で活動する人権擁護委員と連携し

た取組を進めます。 

３ 社会福祉協議会への支援【社会福祉課】 

地域における助け合いや支え合いができる環境づくりを行うため、社会福祉協議会

への支援を行います。 

４ ボランティア活動への支援【社会福祉課】 

社会福祉協議会と連携して、地域福祉の向上を担うボランティアに対する支援を行

います。 

５ 社会福祉施設の管理・運営【社会福祉課】 

市民の充実した地域福祉活動の場を確保するため、社会福祉施設を適正に管理・運

営します。 
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施策 303 高齢者福祉の充実 主担当課：高齢福祉課 
 

現状と課題 

■国は、団塊の世代が 75歳以上になる 2025（令和７）年を目途に、高齢者の尊厳の保持
と自立生活の支援の目的のもとで、可能な限り住み慣れた地域で、自分らしい暮らし
を人生の最期まで続けることができるよう、地域の包括的な支援・サービス提供体制
（地域包括ケアシステム）の構築を進めています。 

■本市でも、在宅医療・介護の連携や地域の支え合いと介護予防の推進、認知症施策の
推進、ひとり暮らし高齢者対策、官学連携による介護予防施策の推進、生活支援サー
ビスの体制整備など、地域包括ケアシステムの構築に向けた総合的な取組を進めてい
ます。 

■ひとり暮らし高齢者など支援が必要な高齢者に対して、住み慣れた地域で安心して生
活ができるように、多様なニーズに対応したサービスを提供するとともに、地域で見
守りや支え合いができる環境づくりを進める必要があります。 

■今後も介護を必要とする人の増加が見込まれる中で、高齢者が健康でいきいきとした
生活ができるように、介護予防や認知症施策を推進するとともに、生きがいづくりや
社会参加しやすい環境づくりを進める必要があります。 

■介護施設の利用ニーズの増加に対応するため、新たな施設の整備などサービス提供体
制の確保に努める必要があります。 

 

施策に対する市民の満足度・重要度 
 

［満足度・重要度の推移］        ［2018（平成 30）年度調査結果］ 

  
 

目指す姿 

市民一人ひとりが支え合い、福祉の担い手になるような地域づくりにより、高齢者が生

涯現役として働き、暮らしていける元気なまちになっています。 
 

達成度指標 
 

指 標 前期計画基準値 後期計画基準値 後期計画目標値 

市民満足度調査における満足

度満足度 

28.1％ 

（2016 年度） 

25.6％ 

（2018 年度） 

後期計画基準値から増加 

（2023 年度） 

自分が元気であると思う 65

歳以上の市民の割合満足度 

73.5％ 

（2016 年度） 

71.8％ 

（2018 年度） 

後期計画基準値から増加 

（2023 年度） 

介護保険の第１号被保険者に

係る要支援・要介護認定率 

15.5％ 

（2015 年度末） 

15.9％ 

（2018 年度末） 

20.0％未満 

（2024 年度末） 
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施策の展開 

１ 在宅生活への各種支援【高齢福祉課】 

高齢者が住み慣れた地域で安心して生活ができるよう、在宅生活への各種支援を行

います。 

２ 介護予防の推進【高齢福祉課】 

高齢者が健康でいきいきとした生活ができるよう、身近な場所で介護予防に取り組

めるような環境づくりを推進します。 

３ 認知症施策の推進【高齢福祉課】 

認知症になっても安心して暮らせるやさしい地域をつくるため、認知症の正しい知

識の普及や、認知症の人とその家族を支える取組を進めます。 

４ 地域包括ケアシステム構築の推進【高齢福祉課】 

地域で連携しながら、医療・介護・予防・生活支援・住まいが切れ目なく提供される

地域包括ケアシステムの構築を推進します。 

５ 介護保険事業の安定的な運営【高齢福祉課】 

需給状況を的確に捕捉することにより、適正な介護保険料の設定に努めるとともに、

介護保険事業の安定的な運営に取り組みます。 

６ 生きがいづくり・社会参加の推進【高齢福祉課】 

敬老事業やシルバー人材センターに対する支援により、高齢者の生きがいづくりや

社会参加を推進します。 

７ 医療費助成の実施【保険年金課】 

後期高齢者医療の一部負担金の支払いが困難な高齢者の医療を受ける際の経済的負

担を軽減するため、医療費助成を行います。 

８ 施設における保護等の実施【高齢福祉課】 

居宅での生活が困難な高齢者の生活の安定のため、養護老人ホームでの保護や、特

別養護老人ホーム整備に対する支援を行います。 

９ 高齢者を対象とした各種教室・講座の開催【高齢福祉課】 

高齢者の健康の保持・増進や教養の向上、相互交流を図るため、高齢者を対象とし

た各種教室・講座を行います。 

 

関連する個別計画 
 

計画名 計画の概要 根拠法令 計画期間 

高齢者福祉計

画・第７期 介

護保険事業計画 

介護保険及び高齢者福祉施策の持続可能性

を高めることにより、高齢者が可能な限り

住み慣れた地域で、いきいきと暮らし続け

ることができるような地域社会の形成を目

指す計画です。 

老 人 福 祉

法、介護保

険法 

2018（平成

30）年度～

2020（令和

２）年度 
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施策 304 障害者（児）福祉の充実 主担当課：社会福祉課 
 

現状と課題 

■2012（平成 24）年６月に「障害者自立支援法」が「障害者総合支援法」に改正され、
地域社会における共生の実現に向けて、障害福祉サービスの充実など障害者の日常生
活や社会生活を総合的に支援することが求められています。 

■2018（平成 30）年４月から改正「障害者総合支援法」等が全面施行され、地域への移
行や地域での生活の維持・継続に向けた新たなサービスの創設などが行われています。 

■また、全ての国民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個
性を尊重し合いながら共生する社会の実現に向けて、障害を理由とする差別の解消を
推進することを目的として、2016（平成 28）年４月に「障害者差別解消法」が施行さ
れました。 

■本市では、障害者（児）やその家族に対する相談支援体制を強化するため、2015（平成
27）年度から基幹相談支援センター（障がい者サポートセンター清須）を開設しまし
た。 

■法改正に対応した障害福祉サービスの充実とともに、手話奉仕員の養成などを通して、
障害者（児）に対する理解促進・配慮の充実を図る必要があります。 

■施設入所支援等の利用ニーズの増加に対応するため、新たな施設の整備などサービス
提供体制の確保に努める必要があります。 

 

施策に対する市民の満足度・重要度 
 

［満足度・重要度の推移］        ［2018（平成 30）年度調査結果］ 

  
 

目指す姿 

障害者（児）が地域で安心して暮らせる体制が整備されるとともに、障害に対する理解

が進み、障害の有無に関わらず全ての人がともに育み支えあうまちになっています。 

 

達成度指標 
 

指 標 前期計画基準値 後期計画基準値 後期計画目標値 

市民満足度調査における満足

度満足度 

18.9％ 

（2016 年度） 

18.6％ 

（2018 年度） 

後期計画基準値から増加 

（2023 年度） 

基幹相談支援センターへの新

規相談件数 

93 件 

（2015 年度） 

81 件 

（2018 年度） 

基準値を維持 

（2024 年度） 

手話奉仕員養成講座の延べ受

講者数 

63 人 

（2015 年度末） 

119 件 

（2018 年度末） 

150 人 

（2024 年度末） 
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無回答

政策３ 誰もが健やかにいきいきと暮らせるまちをつくる 
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施策の展開 

１ 総合的な障害者支援【社会福祉課】 

障害者総合支援法等に基づいて、障害者が可能な限り身近な場所で安心して地域生

活を送ることができるよう、総合的な障害者支援を行います。 

２ 障害のある児童への支援【社会福祉課・子育て支援課】 

障害のある児童の自立を促進するため、児童福祉法等に基づく療育支援を行います。 

３ 相談支援体制の充実【社会福祉課】 

障害者（児）とその家族の悩みや不安を軽減し、適切な支援を行うため、基幹相談支

援センター等による相談支援体制の充実に取り組みます。 

４ 障害者支援施設の整備・運営への支援【社会福祉課】 

施設入所支援等を受けられる場を確保するため、広域的な連携により障害者支援施

設の整備・運営に対する支援を行います。 

５ 各種手当の支給【社会福祉課】 

障害者（児）の経済的負担を軽減するため、各種手当を支給します。 

６ 各種助成の実施【社会福祉課】 

障害者（児）の通院の移動等による経済的負担を軽減するため、各種助成を行いま

す。 

７ 医療費助成の実施【保険年金課】 

障害者（児）の医療を受ける際の経済的負担を軽減するため、医療費助成を行いま

す。 

 

関連する個別計画 
 

計画名 計画の概要 根拠法令 計画期間 

障害者基本計画 障害者施策の基本方向を総合的、体系的に

定めた計画です。 

障害者基本

法 

2018（平成

30）年度～

2023（令和

５）年度 

第５期 障害福

祉計画 

障害福祉サービス、相談支援及び地域生活

支援事業の提供体制の確保について定めた

計画です。 

障害者の日常生活及び

社会生活を総合的に支

援するための法律（障

害者総合支援法） 

2018（平成

30）年度～

2020（令和

２）年度 

第１期 障害児

福祉計画 

障害児支援の供給体制の確保について定め

た計画です。 

児童福祉法 2018（平成

30）年度～

2020（令和

２）年度 
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施策 305 医療保険・年金制度の適正運営 主担当課：保険年金課 
 

現状と課題 

■2015（平成 27）年５月に「国民健康保険法」等の一部改正が行われ、国民健康保険制

度について、国の財政支援の拡充による財政基盤の強化とともに、2018（平成 30）年

度から県が財政運営の責任主体となり、制度の安定化が図られています。 

■本市では、将来にわたって国民健康保険の安定した運営を継続するため、運営状況を

定期的に検証し、その結果を踏まえて国民健康保険税の税率改定などを行っています。 

■「国民健康保険保健事業実施計画（データヘルス計画）」や「特定健康診査等実施計画」

を策定し、生活習慣病対策をはじめとする健康増進や疾病予防の取組について、健康・

医療情報を活用して、ＰＤＣＡサイクルに沿った効果的かつ効率的な保健事業に取り

組んでいます。 

 

施策に対する市民の満足度・重要度 
 

［満足度・重要度の推移］        ［2018（平成 30）年度調査結果］ 

  
 

目指す姿 

安定的な財政運営や医療費増加の抑制などにより、持続可能な制度運営が行われていま

す。 

 

達成度指標 
 

指 標 前期計画基準値 後期計画基準値 後期計画目標値 

市民満足度調査における満足

度満足度 

22.4％ 

（2016 年度） 

22.2％ 

（2018 年度） 

後期計画基準値から増加 

（2023 年度） 

国民健康保険税（現年度課税

分）の徴収率 

92.98％ 

（2015 年度） 

93.01％ 
（2017 年度） 

※数値更新予定 

県が提示する標準収納率 

（2024 年度） 

特定健康診査の受診率 
48.9％ 

（2014 年度） 

44.6％ 

（2017 年度） 

60.0％以上 

（2024 年度） 

特定保健指導の実施率 
21.1％ 

（2014 年度） 

20.9％ 

（2017 年度） 

60.0％以上 

（2024 年度） 

後期高齢者健康診査の実施率 
31.5％ 

（2015 年度） 

34.1％ 

（2018 年度） 

40.4％以上 

（2024 年度） 
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無回答

政策３ 誰もが健やかにいきいきと暮らせるまちをつくる 
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施策の展開 

１ 国民健康保険事業の安定的な運営【保険年金課】 

財政運営の責任主体である県との連携を図りながら、受益者負担の適正化や医療費

の適正化などにより、国民健康保険事業の安定的な運営に取り組みます。 

２ 国民健康保険税の適正確保【収納課】 

国民健康保険税の適正確保を図るため、滞納者に対する納税指導に取り組みます。 

３ 国民健康保険加入者への保健事業の推進【保険年金課・健康推進課】 

生活習慣病等の発症と重症化を予防するため、国民健康保険加入者への特定健康診

査・特定保健指導等の保健事業を推進します。 

また、後発医薬品の使用促進などにより、医療費の適正化に取り組みます。 

４ 後期高齢者医療事業の安定的な運営【保険年金課】 

高齢期医療の適正確保を図るため、広域的な連携により後期高齢者医療事業の安定

的な運営に取り組みます。 

５ 後期高齢者医療保険加入者への健康診査の推進【健康推進課】 

生活習慣病等の発症と重症化を予防するため、後期高齢者医療保険加入者への健康

診査を推進します。 

６ 国民年金制度の周知等【保険年金課】 

国民年金制度の趣旨の理解を促進するため、制度の周知を図ります。 

また、日本年金機構との協力・連携により、適正な事務を行います。 

 

関連する個別計画 
 

計画名 計画の概要 根拠法令 計画期間 

第２期 国民健

康保険保健事業

実施計画（デー

タヘルス計画） 

健康・医療情報を活用して、ＰＤＣＡサイ

クルに沿った効果的かつ効率的な保健事業

を実施するための計画です。 

国民健康保

険法 

2018（平成

30）年度～

2023（令和

５）年度 

第３期 特定健

康診査等実施計

画 

国民健康保険の保健事業の中核をなす特定

健康診査・特定保健指導の具体的な実施方

法等を定める計画です。 

高齢者の医

療の確保に

関する法律 

2018（平成

30）年度～

2023（令和

５）年度 
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施策 306 生活保護・生活困窮者自立支援制度の適正実施 主担当課：社会福祉課 
 

現状と課題 

■全国的な生活保護受給者数の動向は、2015（平成 27）年をピークに減少に転じました

が、以降はほぼ横ばいで推移しています。 

■本市の生活保護受給者数は 2017（平成 29）年までは増加傾向にありましたが、以降は

ほぼ横ばいで推移しています。生活保護受給世帯のうち、特に高齢者世帯の増加が顕

著となっており、稼動年齢層世帯は減少傾向にあります。 

■生活保護に至る前の段階での就労支援等の自立支援策の強化を図るため、2015（平成

27）年４月に「生活困窮者自立支援法」が施行されました。本市でも困窮の深刻化を予

防するため、適切な自立相談支援に取り組んでいます。 

■生活困窮者の自立を促進するため、関係機関と連携しながら、状況に応じて包括的・

継続的な支援を行う必要があります。 

■子どもの将来をサポートし、「貧困の連鎖」を防止するため、生活困窮世帯等の子ども

の学習等への支援を行っています。 

 

施策に対する市民の満足度・重要度 
 

［満足度・重要度の推移］        ［2018（平成 30）年度調査結果］ 

  
 

目指す姿 

生活保護制度と生活困窮者自立支援制度が適正に実施され、生活困窮者のセーフティネ

ットが確立しています。 

 

達成度指標 
 

指 標 前期計画基準値 後期計画基準値 後期計画目標値 

市民満足度調査における満足

度満足度 

13.4％ 

（2016 年度） 

14.0％ 

（2018 年度） 

後期計画基準値から増加 

（2023 年度） 

生活保護受給者のうち、就労

支援による就労者数 

12 人 

（2015 年度） 

17 人 

（2018 年度） 

20 人 

（2024 年度） 

自立相談支援事業により、生

活保護に至らなかった自立者

数 

10 人 

（2015 年度） 

9 人 

（2018 年度） 

10 人 

（2024 年度） 
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政策３ 誰もが健やかにいきいきと暮らせるまちをつくる 
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施策の展開 

１ 生活保護制度の適正な実施【社会福祉課】 

国民の権利である生活保護の受給について、生活保護制度の適正な実施に取り組み

ます。 

２ 生活困窮者自立支援制度の適正な実施【社会福祉課】 

生活保護に至る前の段階での早期支援と自立促進を図るため、生活困窮者に対して

の自立相談支援や住居確保給付金の支給など、生活困窮者自立支援制度の適正な実施

に取り組みます。 

３ 生活困窮世帯等の子どもへの学習支援等の実施【社会福祉課】 

生活困窮世帯等の子どもの将来をサポートし、出身世帯の経済的・社会的自立を促

進するため、生活困窮世帯等の子どもに対する学習支援や進学支援を行います。 
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施策 401 市街地整備の推進 主担当課：新清洲駅周辺まちづくり課 
 

現状と課題 

■本市では、春日学校橋西、春日新橋西、新清洲駅北、清洲駅前で土地区画整理事業を進
めており、市街化区域面積に対する土地区画整理事業施行済・施行中面積の割合は、
県内でも高い水準となっています。 

■10 の鉄道駅があり、名古屋に至近の本市の特徴を生かして、市街地整備を進める必要
があります。 

■名鉄新清洲駅の周辺整備について、名鉄名古屋本線の高架化に係る仮線用地の確保が
必要なことから、地権者への意向聴取を行いながら事業を進める必要があります。 

■ＪＲ清洲駅の周辺整備について、2018（平成 30）年３月に仮換地指定が行われました。
土地区画整理事業による建物移転が多く見込まれることから、住民との合意形成を図
りながら事業を進める必要があります。 

■幅員の狭い道路や低未利用地の解消を図るため、土地区画整理事業施行地区に隣接す
る地区などにおいても、土地区画整理事業との一体的な整備を検討する必要がありま
す。 

■2019（平成 31）年３月に策定した「都市計画マスタープラン」に基づいて、社会経済
情勢の変化に的確に対応しつつ、長期的・総合的な視点に立って都市計画を進めるた
め、土地利用の見直しや都市施設の適正配置について検討する必要があります。 

 

施策に対する市民の満足度・重要度 
 

［満足度・重要度の推移］        ［2018（平成 30）年度調査結果］ 

  
 

目指す姿 

駅周辺を中心とする市街地整備が着実に進展し、土地の有効利用が進み、安心で快適な

生活基盤がつくられています。 

 

達成度指標 
 

指 標 前期計画基準値 後期計画基準値 後期計画目標値 

市民満足度調査における満足

度満足度 

31.4％ 

（2016 年度） 

28.4％ 

（2018 年度） 

後期計画基準値から増加 

（2023 年度） 

新清洲駅北土地区画整理事業

の推進 

事業計画決定 

（2014 年度） 

基盤整備等の進捗 

（2018 年度） 

換地処分等を除く事業の完了 

（2023 年度） 

清洲駅前土地区画整理事業の

推進 

事業認可 

（2015 年度） 

基盤整備等の進捗 

（2018 年度） 

事業の完了 

（2024 年度） 
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政策４ 便利で快適に暮らせるまちをつくる 
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施策の展開 

１ 名鉄新清洲駅周辺整備の推進【新清洲駅周辺まちづくり課】 

名鉄新清洲駅周辺の都市拠点機能の充実と土地の有効利用を図るため、土地区画整

理事業による市街地整備を推進します。 

２ ＪＲ清洲駅周辺整備の推進【都市計画課】 

ＪＲ清洲駅周辺の都市機能の充実を図るため、土地区画整理組合に対する支援を行

うとともに、都市計画道路や駅前広場の整備により、市街地整備を推進します。 

３ 鉄道高架化整備の推進【新清洲駅周辺まちづくり課】 

快適で良好な市街地形成を図るため、国・県等との連携により名鉄新清洲駅周辺の

鉄道高架化整備を推進します。 

４ 春日地区の市街地整備の推進【都市計画課】 

春日学校橋西地区と春日新橋西地区における都市施設の充実と土地の有効利用を図

るため、土地区画整理組合に対する支援により、市街地整備を推進します。 

５ 地域に応じた市街地整備の検討【都市計画課】 

狭あい道路や低未利用地を解消するため、地域に応じた市街地整備を検討します。 

６ 土地利用の見直し等の検討【都市計画課】 

社会経済情勢の変化に的確に対応しつつ、長期的・総合的な視点に立って都市計画

を進めるため、土地利用の見直しや都市施設の適正配置を検討します。 

７ 地籍調査の実施【土木課】 

正確な地籍図や地籍簿を作るため、地籍調査を行います。 

 

関連する個別計画 
 

計画名 計画の概要 根拠法令 計画期間 

都市計画マスタ

ープラン 

長期的・総合的な視点から土地利用や都市

施設といった都市計画の方針を明らかにし

た計画です。 

都市計画法 2019（令和
元）年度～
2028（令和
10）年度 

新清洲駅北土地

区画整理事業計

画 

新清洲駅北地区の土地区画整理事業を行う

ための計画です。 

土地区画整

理法 

2014（平成
26）年度～
2040（令和
22）年度 

清洲駅前土地区

画整理事業計画 

清洲駅前地区の土地区画整理事業を行うた

めの計画です。 

土地区画整

理法 

2015（平成
27）年度～
2024（令和
６）年度 

春日学校橋西土

地区画整理事業

計画 

春日学校橋西地区の土地区画整理事業を行

うための計画です。 

土地区画整

理法 

2010（平成
22）年度～
2019（令和
元）年度※ 

春日新橋西土地

区画整理事業計

画 

春日新橋西地区の土地区画整理事業を行う

ための計画です。 

土地区画整

理法 

2010（平成
22）年度～
2020（令和
２）年度※ 

※延伸予定 
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施策 402 道路・橋梁の整備・適正管理の推進 主担当課：土木課 
 

現状と課題 

■高度経済成長期に集中的に整備された道路の老朽化が進行していることを受けて、

2013（平成 25）年６月に「道路法」等の一部改正が行われ、予防保全の観点も踏まえ

て、道路管理者が道路の点検を行うべきことが明確化されました。 

■本市では、橋梁の点検結果に基づいて、2015（平成 27）年３月に「橋梁長寿命化修繕

計画」を策定しました。以降、国が定める基準（近接目視による５年に１回の点検）に

基づいて、予防的・計画的な橋梁の修繕を進めています。また、市道の舗装や道路附属

物（道路標識、道路照明施設）についても、定期的な点検に基づいた修繕計画を策定し

て、計画的な修繕を進めています。 

■機能的な都市活動の基盤となる広域幹線道路や地域内連絡幹線道路については、2020

（令和２）年度に都市計画道路清須新川線（桃栄跨線橋）の開通が予定されるなど県

と連携した整備を進めており、引き続き取組を推進する必要があります。 

■交通量が多く幅員の狭い通学路や生活道路については、歩道の設置等により利用者の

安全と快適な交通環境を確保する必要があります。 

 

施策に対する市民の満足度・重要度 
 

［満足度・重要度の推移］        ［2018（平成 30）年度調査結果］ 

  
 

目指す姿 

国や県と連携した道路網の整備と、道路・橋梁の計画的な修繕が着実に進展し、道路利

用者の利便の増進と安全確保が図られています。 

 

達成度指標 
 

指 標 前期計画基準値 後期計画基準値 後期計画目標値 

市民満足度調査における満足

度満足度 

30.5％ 

（2016 年度） 

29.7％ 

（2018 年度） 

後期計画基準値から増加 

（2023 年度） 

市内の道路網が充実している

と思う市民の割合満足度 

40.2％ 

（2016 年度） 

43.6％ 

（2018 年度） 

後期計画基準値から増加 

（2023 年度） 

道路・橋梁の損傷や劣化に起

因する事故発生件数 

3 件 

（2015 年度） 

0 件 

（2019 年度） 

0 件 

（2024 年度） 
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政策４ 便利で快適に暮らせるまちをつくる 



- 37 - 

 
 

施策の展開 

１ 道路の適正な管理【土木課・都市計画課】 

快適な交通環境を確保するため、道路を適正に管理します。 

２ 道路の計画的な修繕【土木課】 

道路の舗装や照明、横断歩道橋等について安全を確保するとともに、整備コストを

削減・平準化するため、点検に基づく計画的な修繕を行います。 

３ 広域幹線道路・地域内連絡幹線道路の整備【都市計画課】 

県と連携して広域幹線道路や地域内連絡幹線道路の整備に取り組みます。 

４ 通学路・生活道路の整備【土木課】 

利用者の安全と快適な交通環境を確保するため、歩道の設置など通学路・生活道路

の整備を行います。 

５ 橋梁の予防的・計画的な修繕【土木課】 

橋梁について安全を確保するとともに、整備コストを削減・平準化するため、点検

に基づく予防的・計画的な修繕を行います。 

６ 橋梁の整備【土木課】 

河川改修等に伴って必要となる橋梁の整備を行います。 

 

関連する個別計画 
 

計画名 計画の概要 根拠法令 計画期間 

舗装修繕計画 路面性状調査結果に基づき、道路の舗装修

繕を効率的かつ計画的に実施するための計

画です。 

道路法 2019（令和

元）年度～

2023（令和

５）年度 

毎年度更新

予定 

横断歩道橋修繕

計画 

横断歩道橋の点検結果に基づき、横断歩道

橋の修繕を効率的かつ計画的に実施するた

めの計画です。 

道路法 2019（令和

元）年度 

策定予定 

橋梁長寿命化修

繕計画 

道路法の改正により、５年に１回の点検が

義務付けられた橋梁の点検結果に基づき、

市が管理する橋梁の効率的な維持管理を推

進するための計画です。 

道路法 2016（平成

28）年度～

2025（令和

７）年度 
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施策 403 上水道の安定供給・下水道の充実 主担当課：上下水道課 
 

現状と課題 

■本市において、春日地区は市が給水を行っており、それ以外の地区は名古屋市から給
水を受けています。 

■計画的な水道管の耐震化整備により、災害時にも水の安定的な供給を確保する必要が
あります。 

■生活環境の向上や公共用水域の水質保全を図るため、2013（平成 25）年３月に公共下
水道事業の供用を開始しました。順次処理区域の拡大を進め、下水道の普及を促進し
ています。 

■公営企業の経営基盤の強化や財政マネジメントの向上などを目的として、2019（令和
元）年度から下水道事業に民間企業と同様の公営企業会計を適用しています。 

■今後人口減少などによる料金収入の減少が見込まれる中、水道事業・下水道事業とも
にサービスを将来にわたって安定的に供給するため、「経営戦略」に基づいて、中長期
的な視点に立って経営の効率化・健全化を推進する必要があります。 

 

施策に対する市民の満足度・重要度 
 

［満足度・重要度の推移］        ［2018（平成 30）年度調査結果］ 

  
 

目指す姿 

水道管の耐震化が着実に進展するとともに、水道事業が適正に運営され、水道水が安定
的に供給されています。 

下水道の計画的な整備が着実に進展し、生活環境の向上と公共用水域の水質保全が図ら
れています。 

 

達成度指標 
 

指 標 前期計画基準値 後期計画基準値 後期計画目標値 

市民満足度調査における満足

度満足度 

32.4％ 

（2016 年度） 

31.1％ 

（2018 年度） 

後期計画基準値から増加 

（2023 年度） 

下水道普及率 
20.3％ 

（2015 年度末） 

28.4％ 

（2018 年度末） 

54.3％ 

（2024 年度末） 

水道管（清須市給水区域）の

耐震化率 

8.8％ 

（2015 年度末） 

9.3％ 
（2017 年度末） 

※数値更新予定 

12.0％ 

（2024 年度末） 
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施策の展開 

１ 健全な公営企業経営の推進【上下水道課】 

将来にわたって安定的にサービスが供給できるよう、「経営戦略」に基づいて、健全

な公営企業経営を推進します。 

２ 水の安定供給【上下水道課】 

広域的な連携も活用して、安全な水の安定供給に取り組みます。 

３ 水道管の耐震化整備【上下水道課】 

災害時にも水を安定的に供給できるよう、清須市給水区域における計画的な水道管

の耐震化整備を行います。 

４ 下水道（汚水）の整備【上下水道課】 

衛生的で快適な生活環境を実現するため、汚水管渠等の整備を行います。 

５ 各種助成の実施【上下水道課】 

供用開始区域内の下水道接続を促進するため、各種助成を行います。 

６ 流域下水道関連施設の管理・運営【上下水道課】 

市民が下水道についての理解を深め、あわせて市民交流の場を確保するため、水の

交流ステーションや緑地を適正に管理・運営します。 

 

関連する個別計画 
 

計画名 計画の概要 根拠法令 計画期間 

春日地区配水管

路等耐震化計画 

重要なライフラインである水道本管の耐震

化を行い、災害時などに水道管網が確立さ

れ、飲料水の確保を目指すための計画です。 

水道法 2016（平成 28）

年度～2025（令

和７）年度 

汚水適正処理構

想 

市全域において、各種汚水処理施設の整備

運営を適切な役割分担のもと計画的かつ効

率的に実施するための方針です。 

－ 

2015（平成 27）

年度～2030（令

和 12）年度 

公共下水道全体

計画 

《再掲》 

公共下水道の計画区域等を定めた全体計画

です。 － 

2010（平成 22）

年度～2025（令

和７）年度 

公共下水道事業

計画 

《再掲》 

公共下水道を整備する地区や工事の期間等

を記載した事業計画です。おおむね５年ご

とに予定処理区域の拡大を行っています。 

下水道法、

都市計画法 

2016（平成 28）

年度～2020（令

和２）年度 

水道事業経営戦

略 

将来にわたって安定的に水道事業を継続し

ていくための中長期的な経営の基本計画で

す。 

－ 

2018（平成 30）

年度～2027（令

和９）年度 

下水道事業経営

戦略※ 

将来にわたって安定的に下水道事業を継続

していくための中長期的な経営の基本計画

です。 

－ 

2016（平成 28）

年度～2025（令

和７）年度 
※公営企業会計の適用に伴い改定予定 
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施策 404 水辺空間と緑地の充実 主担当課：都市計画課 
 

現状と課題 

■本市では、市民の憩いの場所となる公園について、安全を確保するため、遊具施設等

の老朽化に対応した計画的な改築更新を進めています。 

■市民の地元の公園等への愛着をはぐくむため、市民協働の取組として、自治会等への

除草・清掃管理委託や清須アダプト・プログラムを実施しています。 

■市の資源である庄内川、新川、五条川の水辺空間について、散策路など市民の憩いの

場所としての活用に取り組んでいます。 

■より魅力的な水辺空間と緑地の形成のため、市民や事業者等との連携強化とともに、

広域的な連携の強化を図る必要があります。 

 

施策に対する市民の満足度・重要度 
 

［満足度・重要度の推移］        ［2018（平成 30）年度調査結果］ 

  
 

目指す姿 

市民協働による河川環境美化や都市緑化が進展し、市民が水と緑を感じ、ふれあうこと

ができる空間が形成されています。 

 

達成度指標 
 

指 標 前期計画基準値 後期計画基準値 後期計画目標値 

市民満足度調査における満足

度満足度 

32.0％ 

（2016 年度） 

30.0％ 

（2018 年度） 

後期計画基準値から増加 

（2023 年度） 

市内に良好な水辺空間が保た

れていると思う市民の割合 

満足度 

36.9％ 

（2016 年度） 

35.8％ 

（2018 年度） 

後期計画基準値から増加 

（2023 年度） 

都市公園の面積 
255,614 ㎡ 

（2015 年度末） 

259,714 ㎡ 

（2018 年度末） 

264,000 ㎡ 

（2024 年度末） 
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施策の展開 

１ 公園・緑地の整備・管理【都市計画課】 

緑があふれる市民の憩いの場所を確保するため、公園・緑地の整備・管理を行いま

す。 

２ 遊具施設等の整備【都市計画課】 

公園を安心して利用できるよう、遊具施設等の計画的な改築更新を行います。 

３ 水辺の散策路の管理【土木課】 

市民の憩いの場所となる水辺環境を確保するため、水辺の散策路を適正に管理しま

す。 

４ 河川環境美化活動への支援【生活環境課】 

水辺環境を保全するため、市民が行う河川環境美化活動を支援します。 

５ かわまちづくり事業の推進【都市計画課】 

市民との協働や広域的な連携により、にぎわいのある水辺空間づくりを推進します。 

６ 清須アダプト・プログラムの実施【企画政策課】 

市民の環境美化に対する意識を高めるため、市民と協働して、道路・公園等の清掃

や植栽等を行います。 

７ 都市緑化への支援【都市計画課】 

身近な緑の質を高め、市全体の緑化の推進につなげるため、市民や事業者等が行う

緑化の取組に対して支援を行います。 

 

関連する個別計画 
 

計画名 計画の概要 根拠法令 計画期間 

公園施設長寿命

化計画 

今後進展する公園施設の老朽化に対して、

安全対策を強化するとともに、改築・更新

費用の平準化、施設の長寿命化を図るため

の計画です。 

都市公園法 2012（平成

24）年度～

2021（令和

３）年度 

緑の基本計画 市内における緑地・樹木の保全、公園等の

整備、道路・河川・学校・住宅の緑化など、

緑に関する施策を総合的かつ計画的に実施

するための計画です。 

都市緑地法 2011（平成

23）年度～

2028（令和

10）年度 
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施策 405 公共交通の充実 主担当課：企画政策課 
 

現状と課題 

■2014（平成 26）年 11月に「地域公共交通の活性化及び再生に関する法律」の一部改正
が行われ、人口減少社会において地域の活力を維持、強化するため、コンパクトなま
ちづくりと連携して、地域公共交通ネットワークを確保することが重要となっていま
す。 

■2006（平成 18）年 10月に運行を開始したコミュニティバス「あしがるバス」は、本市
の公共交通の核として、市民の日中の市内移動の利便性向上に重要な役割を果たして
おり、順調に利用者数を伸ばしています。 

■2018（平成 30）年 10月から新たに「ブルールート」を新設するとともに、既存ルート
の増便、乗換えしやすいダイヤの設定、パターンダイヤの導入を行いました。 

■市民のニーズに応じて、「あしがるバス」のルート・ダイヤの最適化や利用促進を図る
とともに、福祉や観光など、様々な分野との連携を図りながら、更なる公共交通の充
実を推進する必要があります。 

 

施策に対する市民の満足度・重要度 
 

［満足度・重要度の推移］        ［2018（平成 30）年度調査結果］ 

  
 

目指す姿 

「あしがるバス」を中心とした公共交通網が充実し、市内移動の利便性が向上していま

す。 
 

達成度指標 
 

指 標 前期計画基準値 後期計画基準値 後期計画目標値 

市民満足度調査における満足

度満足度 

33.4％ 

（2016 年度） 

30.4％ 

（2018 年度） 

後期計画基準値から増加 

（2023 年度） 

「あしがるバス」を利用した

ことがある市民の割合満足度 
― 

16.0％ 

（2018 年度） 

後期計画基準値から増加 

（2023 年度） 

「あしがるバス」を知ってい

る市民の割合満足度 

97.1％ 

（2016 年度） 

97.9％ 

（2018 年度） 

後期計画基準値を維持 

（2023 年度） 

「あしがるバス」の１便あた

りの利用者数 

オレンジ：5.2 人 
グリーン：4.9 人 
サ ク ラ：5.5 人 
（2015 年度） 

オレンジ：4.8 人 
グリーン：5.9 人 
サ ク ラ：6.9 人 
ブ ル ー：3.6 人 
（2018 年度） 

オレンジ：●人 
グリーン：●人 
サ ク ラ：●人 
ブ ル ー：●人 
（2024 年度） 
※今後数値を設定 
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政策４ 便利で快適に暮らせるまちをつくる 
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施策の展開 

１ コミュニティバスの運行【企画政策課】 

高齢者や主婦層等の日中市内移動の利便性を高めるため、「あしがるバス」を運行し

ます。 

２ 各種イベント等を通じた利用促進【企画政策課】 

「あしがるバス」の認知度を高め、利用率を向上させるため、各種イベント等を通

じた利用促進に取り組みます。 

３ 利用環境整備の推進【企画政策課】 

「あしがるバス」利用者の満足度向上を図るため、「バスロケーションシステム」の

運用など利用環境の整備を推進します。 

４ ルート・ダイヤ等の見直し【企画政策課】 

市民ニーズに応じた「あしがるバス」の運行を行うため、定期的にルート・ダイヤ等

の見直しを行います。 

５ 福祉有償運送制度の運用【高齢福祉課】 

ＮＰＯ法人等による福祉有償運送制度について、「清須市福祉有償運送運営協議会」

において運送者への必要な助言や指導を行います。 

 

関連する個別計画 
 

計画名 計画の概要 根拠法令 計画期間 

第２次 地域公

共交通網形成計

画 

市内移動の利便性向上に向けて、既設の鉄

道網を生かした市内公共交通ネットワーク

を形成するための計画です。 

地域公共交

通の活性化

及び再生に

関する法律 

2019（令和
元）年度策
定予定 

  



- 44 - 

施策 406 ごみの減量化と資源化の推進 主担当課：生活環境課 
 

現状と課題 

■スマートフォンやタブレット端末でごみの分別方法や収集日を確認できる「ごみ分別

アプリ さんあーる」の配信を 2017（平成 29）年度から開始しました。多言語への対

応など、引き続き使いやすさの向上に取り組む必要があります。 

■市民の利便性向上とともに、ごみ処理にかかるコストの低減を図るため、分別・収集・

処理方法や費用負担のあり方などの定期的な検証を行う必要があります。 

■ごみの減量化と資源化を促進するため、引き続き広報紙やホームページ等の媒体を通

じて、市民や事業者に対してごみに対する意識の啓発を図る必要があります。 

■民間の資源回収ステーションの増加などに伴い、リサイクル率は減少傾向にあります。

市が実施している資源回収ステーションの運営等について、社会の変化を踏まえて、

あり方を検討する必要があります。 

 

施策に対する市民の満足度・重要度 
 

［満足度・重要度の推移］        ［2018（平成 30）年度調査結果］ 

  
 

目指す姿 

市民・事業者・行政が一体となったごみの減量化と資源化の取組がより一層浸透し、循

環型社会が構築されています。 

 

達成度指標 
 

指 標 前期計画基準値 後期計画基準値 後期計画目標値 

市民満足度調査における満足

度満足度 

40.8％ 

（2016 年度） 

38.0％ 

（2018 年度） 

後期計画基準値から増加 

（2023 年度） 

市民１人１日あたりの生活系

ごみ排出量 

641ｇ 

（2015 年度） 

613ｇ 

（2017 年度） 

529ｇ 

（2024 年度） 

リサイクル率（ごみの資源化

量／ごみの排出量） 

17.1％ 

（2015 年度） 

15.1％ 

（2017 年度） 

8.9％ 

（2024 年度） 
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施策の展開 

１ ごみの適正な処理【生活環境課】 

市民の利便性向上や処理コスト削減に努めながら、家庭や事業所から排出される一

般廃棄物の適正な処理を行います。 

２ ごみ減量化・再資源化の啓発【生活環境課】 

分別の徹底等、市民や事業者のごみ減量化・再資源化に対する意識を高めるため、

啓発活動を行います。 

３ 市民に分かりやすいごみの分別情報等の発信【生活環境課】 

「ごみ分別アプリ さんあーる」等により、市民に分かりやすいごみの分別情報等

を発信します。 

４ 資源回収活動への支援【生活環境課】 

ごみ減量化・再資源化を促進するため、市民が行う資源回収活動に対する支援を行

います。 

５ ごみ減量化活動への支援【生活環境課】 

生ごみの自家処理による減量化を図るため、生ごみ処理機等の購入に対する支援を

行います。 

６ 資源回収施設の管理・運営【生活環境課】 

市民が身近な場所で資源回収できるよう、資源回収ステーション等を適正に管理・

運営します。 

７ し尿の適正な処理【生活環境課】 

衛生的で快適な生活環境を確保するため、広域的な連携によるし尿処理施設の運営

等により、し尿の適正な処理に取り組みます。 

 

関連する個別計画 
 

計画名 計画の概要 根拠法令 計画期間 

一般廃棄物処理

基本計画 

限りある資源の有効活用を図るため、ごみ

に対する市民の意識改革を図り、官民一体

となってリサイクルシステムなどを確立

し、ごみの減量化と資源としての再利用を

図るための計画です。 

廃棄物の処

理及び清掃

に関する法

律 

2016（平成

28）年度～

2020（令和

２）年度 

分別収集計画

（第８期） 

容器包装廃棄物の４Ｒを推進し、廃棄物の

減量や最終処分場をはじめとする廃棄物処

理施設の延命化、資源の有効利用、循環型

社会の形成を図るための計画です。 

容器包装に

係る分別収

集及び再商

品化の促進

等に関する

法律 

2017（平成

29）年度～

2021（令和

３）年度 
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施策 407 環境保全の推進 主担当課：生活環境課 
 

現状と課題 

■有害鳥獣の捕獲や定期的な公害調査の実施などにより、市民が快適に生活できる環境

づくりに努めています。 

■市内学校での行政出前講座などにより、低年齢からの環境保全に対する意識の啓発を

図る必要があります。 

■本市では、公共施設への太陽光発電の導入や職員に対する意識啓発などにより、環境

負荷低減対策を積極的に進めています。 

■市民の環境に対する意識が高まっている中、市民ニーズに対応した環境負荷低減対策

への支援を検討する必要があります。 

■核家族化が進行する中、市民が安心して利用できる墓地を提供する必要があります。 

 

施策に対する市民の満足度・重要度 
 

［満足度・重要度の推移］        ［2018（平成 30）年度調査結果］ 

  
 

目指す姿 

環境の保全や公害の未然防止が図られ、市民にとって良好な生活環境が保たれています。 

 

達成度指標 
 

指 標 前期計画基準値 後期計画基準値 後期計画目標値 

市民満足度調査における満足

度満足度 

27.9％ 

（2016 年度） 

26.9％ 

（2018 年度） 

後期計画基準値から増加 

（2023 年度） 

環境負荷の低減を心がけてい

る市民の割合満足度 

66.0％ 

（2016 年度） 

63.6％ 

（2018 年度） 

後期計画基準値から増加 

（2023 年度） 

市内の公害発生件数 
0 件 

（2015 年度） 

0 件 

（2018 年度） 

0 件 

（2024 年度） 

市の行政事務にかかる温室効

果ガス総排出量 
－ 

735,851kg-CO２ 

（2015 年度） 

637,000kg-CO２ 

（2024 年度） 
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施策の展開 

１ 地域環境の保全【生活環境課】 

快適に生活できる地域づくりを進めるため、有害鳥獣の捕獲や啓発活動により、地

域環境の保全に取り組みます。 

２ 公害調査等の実施【生活環境課】 

公害の発生を未然に防止するため、水質汚濁・悪臭・騒音などについての調査等を

行います。 

３ 浄化槽清掃への支援【生活環境課】 

下水道未供用地区において、衛生的で快適な生活環境を確保するため、浄化槽の清

掃に対する支援を行います。 

４ 住宅用地球温暖化対策設備の導入への支援【生活環境課】 

市民の環境に対する意識を高め、温室効果ガスの排出量を削減するため、住宅用地

球温暖化対策設備の設置に対する支援を行います。 

５ 環境負荷低減対策の推進【全庁（生活環境課）】 

公共施設への太陽光発電の導入や職員に対する意識啓発など、環境負荷低減対策を

推進します。 

６ 墓地の管理・運営【生活環境課】 

心安らかに墓地を訪れることができるよう、新川墓地を適正に管理・運営します。 

 

関連する個別計画 
 

計画名 計画の概要 根拠法令 計画期間 

一般廃棄物処理

基本計画 

《再掲》 

限りある資源の有効活用を図るため、ごみ

に対する市民の意識改革を図り、官民一体

となってリサイクルシステムなどを確立

し、ごみの減量化と資源としての再利用を

図るための計画です。 

廃棄物の処

理及び清掃

に関する法

律 

2016（平成

28）年度～

2020（令和

２）年度 

地球温暖化対策

実行計画 

市自らが事業者・消費者として、職員全員

の参加で地球温暖化対策を計画的に実行

し、市の事務事業に伴う温室効果ガスの排

出抑制を図るための計画です。 

地球温暖化

対策の推進

に関する法

律 

2017（平成

29）年度～

2021（令和

３）年度 
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施策 408 斎苑施設の整備・運営 主担当課：生活環境課 
 

現状と課題 

■高齢化の進行に伴って、今後増加が見込まれる火葬の需要への対応が求められていま

す。 

■住民説明会の開催などにより斎苑施設整備地の周辺住民との合意形成を図るととも

に、環境に配慮しながら整備を進める必要があります。 

■斎苑施設整備地の周辺住民の生活環境に配慮して、要望を踏まえた環境改善の取組を

進める必要があります。 

 

施策に対する市民の満足度・重要度 
 

［満足度・重要度の推移］        ［2018（平成 30）年度調査結果］ 

  
 

目指す姿 

斎苑施設が整備され、適切に施設の運営が行われています。 

 

達成度指標 
 

指 標 前期計画基準値 後期計画基準値 後期計画目標値 

市民満足度調査における満足

度満足度 

16.3％ 

（2016 年度） 

15.5％ 

（2018 年度） 

後期計画基準値から増加 

（2023 年度） 

都市計画決定手続きの推進 

都市計画決定に 

向けた調査等 

（2015 年度） 

都市計画決定 

（2018 年度） 
－ 

斎苑施設整備の推進 － 
造成工事の実施 

（2018 年度） 

供用開始 

（2021 年度） 
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施策の展開 

１ 斎苑施設の整備・運営【生活環境課】 

市民が身近な場所で火葬を営むことができるよう、広域的な連携により斎苑施設を

整備し、適切に施設の運営を行います。 

２ 斎苑施設周辺環境改善事業の実施【全庁（生活環境課）】 

斎苑施設整備地の周辺住民の生活環境の向上に向けて、周辺道路の整備など斎苑施

設周辺環境改善事業に取り組みます。 

 

関連する個別計画 
 

計画名 計画の概要 根拠法令 計画期間 

斎場建設基本計

画（五条広域事

務組合） 

斎場の建設方針や施設計画などを定めた計

画です。 － － 
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施策 501 観光の振興 主担当課：産業課 
 

現状と課題 

■2018（平成 30）年の訪日外国人旅行者数は 3,119万人となっており、国では、観光立

国の実現に向けて、東京オリンピック・パラリンピックが開催される 2020（令和２）

年に訪日外国人旅行者数 4,000 万人を目指す取組が進められています。県でも、観光

を新たな戦略産業と位置付けて、2016（平成 28）年２月に策定した「あいち観光戦略」

に基づいて具体的なプロジェクトを進めています。 

■近隣観光地との観光誘客競争の激化などにより、清洲城の入場者数は 2016（平成 28）

年度から減少に転じています。観光施設の魅力向上、インターネットやＳＮＳを活用

した情報発信などにより、継続的な誘客促進を図る必要があります。 

■増加する訪日外国人旅行者について、誘客促進の取組とともに、多言語対応など観光

しやすい環境づくりを進める必要があります。 

■清洲城を中心とした観光施設への誘客を地域経済の活性化につなげる必要がありま

す。 

■リニア中央新幹線の開業は、名古屋駅からのアクセスに優れる本市にとっては更なる

観光客増加の機会となることから、その機会を最大限に生かすための取組を進める必

要があります。 

 

施策に対する市民の満足度・重要度 
 

［満足度・重要度の推移］        ［2018（平成 30）年度調査結果］ 

  
 

目指す姿 

地域資源を活用した観光の振興が図られ、地域の活力が醸成されるとともに、市外から

の来訪者が増加しています。 

 

達成度指標 
 

指 標 前期計画基準値 後期計画基準値 後期計画目標値 

市民満足度調査における満足

度満足度 

23.2％ 

（2016 年度） 

20.5％ 

（2018 年度） 

後期計画基準値から増加 

（2023 年度） 

滞在人口率（休日 14 時、年平

均） 

0.87 倍 

（2015 年） 

0.88 倍 

（2017 年） 

0.93 倍 

（2024 年） 

清洲城の入場者数 
85,069 人 

（2015 年度） 

61,123 人 

（2018 年度） 

85,000 人 

（2024 年度） 
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施策の展開 

１ 魅力あるまつりの開催【産業課】 

毎年開催されるまつりの魅力を市内外に向けて発信するとともに、幅広い市民の参

加を促進するため、まつりの開催への支援を行います。 

２ 観光施設の魅力向上の推進【産業課】戦略② 

清洲城をはじめとする観光施設への誘客を促進するため、手作り甲冑試着や観光ガ

イド、武将隊のおもてなしなど市民協働による取組とともに、様々な手法の導入を検

討し、観光施設の魅力向上を推進します。 

３ オリジナル土産品の開発・情報発信【産業課】戦略② 

観光客の満足度向上を図るため、市内の企業や事業所と連携したオリジナル土産品

の開発に取り組むとともに、清洲ふるさとのやかたを活用した情報発信を行います。 

４ 観光地域づくりの推進【産業課】戦略② 

市外来訪者の市内滞在を促進するため、観光施設間の連携や案内サインの設置など

により、観光地域づくりを推進します。 

５ レンタサイクルの運営【企画政策課】戦略② 

市外来訪者の利便性と周遊性の向上を図るため、「あしがるサイクル」を運営します。 

６ 観光情報発信力の強化【産業課】戦略② 

訪日外国人等を含む市外からの積極的な観光誘客を促進するため、「Kiyosu Free Wi-

Fi」サービス提供エリアの拡大、海外向けプロモーション映像の配信、多言語対応リ

ーフレットの配布等により、観光情報発信力の強化に取り組みます。 

７ 観光活動を行う団体への支援【産業課】 

個々の観光資源の魅力を相乗的に高め、地域全体の魅力ある観光を展開するため、

各種団体が行う観光活動への支援を行います。 

８ 地域間交流・連携の推進【企画政策課・産業課】 

観光誘客の促進に向けた取組の効果を相乗的に高めるため、歴史・文化的な関わり

がある地域との交流・連携を推進します。 
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施策 502 商業・工業の振興 主担当課：産業課 
 

現状と課題 

■景気低迷による売上の減少や高齢化の進行による後継者不足などにより、民営事業所

数は減少傾向にあります。本市商工会の会員数についても、同様に減少傾向にありま

す。現状を踏まえて、既存の事業者に対する支援とともに、新規創業に対する支援に

も取り組む必要があります。 

■中小事業者の経営基盤の強化を図るため、商工会と連携して、伴走型の経営相談や資

金融資などの支援を行っています。 

■名古屋から至近であり、国道・主要幹線道路・高速道路インターチェンジを有する立

地を生かして、高度先端産業をはじめとする今後成長が見込まれる分野の企業誘致に

取り組む必要があります。 

■清洲城など市が有する観光資源を積極的に生かして、市内事業者と連携した商工業の

魅力を高める取組を進める必要があります。 

 

施策に対する市民の満足度・重要度 
 

［満足度・重要度の推移］        ［2018（平成 30）年度調査結果］ 

  
 

目指す姿 

商業・工業の振興と安定が図られ、中小事業者をはじめとする市内の商工業者がいきい

きと活動しています。 

 

達成度指標 
 

指 標 前期計画基準値 後期計画基準値 後期計画目標値 

市民満足度調査における満足

度満足度 

17.0％ 

（2016 年度） 

15.1％ 

（2018 年度） 

後期計画基準値から増加 

（2023 年度） 

市内の民営事業所数戦略② 
2,636 事業所 

（2014 年７月１日） 

2,495 事業所 

（2016 年６月１日） 

後期計画基準値を維持 

（2024 年を含む経済センサス実施期間） 

市内の民営事業所の従業者数 

戦略② 

28,609 人 

（2014 年 7 月 1 日） 

28,535 人 

（2016 年６月１日） 

後期計画基準値から増加 

（2024 年を含む経済センサス実施期間） 

創業支援事業による創業件数 

戦略② 

計画に基づく事業開始 

（2016 年度） 

18 件 

（2018 年度） 

25 件 

（2024 年度） 
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施策の展開 

１ 商工会等への支援【産業課】戦略② 

市内の商工業者がいきいきと経営できる環境をつくるため、経営相談や地域商工業

の魅力発信などに取り組む商工会等への支援を行います。 

２ 高度先端産業立地の推進【産業課】 

地域の活性化や雇用の拡大、市の産業構造の高度化を図るため、高度先端分野にお

ける工場等の新増設に対する支援により、高度先端産業の立地を推進します。 

３ 企業の再投資への支援【産業課】 

地域の経済・雇用の基盤を支える商工業者の活性化を図るため、企業の再投資に対

する支援を行います。 

４ 資金融資制度の利用促進【産業課】 

商工業者の経営安定化を図るため、信用保証料に対する助成などにより、商工業振

興資金融資制度の利用を促進します。 

５ 創業に対する支援【産業課】戦略② 

地域での創業を促進し、地域経済の活力を高めるため、商工会等との連携により、

市内での創業に対する支援を行います。 

６ 東京圏から移住する起業・就業者に対する支援【産業課】戦略② 

市内における創業や中小企業の成長を促進するため、東京圏から本市に移住する起

業・就業者への支援を行います。 

７ オリジナル土産品の開発・情報発信【産業課】戦略② 

市内で生産される商工業製品のブランディングを推進するため、市内の企業や事業

所と連携したオリジナル土産品の開発に取り組むとともに、一休庵・飴茶庵を活用し

た情報発信を行います。 

 

関連する個別計画 
 

計画名 計画の概要 根拠法令 計画期間 

創業支援事業計

画 

地域における創業を促進するため、清須市、

北名古屋市、豊山町、各市町の商工会、金融

機関が連携した創業支援の取組を推進する

計画です。 

産業競争力

強化法 

2016（平成

28）年度～

2020（令和

２）年度 
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施策 503 都市近郊農業の振興 主担当課：産業課 
 

現状と課題 

■2016（平成 28）年４月に改正「農業委員会等に関する法律」が施行され、農業委員会
の重点業務が農地利用の最適化の推進であることが明確化されました。また、2015（平
成 27）年４月に「都市農業振興基本法」が施行され、都市農業の安定的な継続ととも
に、防災機能など農地の多様な機能を適切かつ十分に発揮させながら都市環境を整備
することが求められています。 

■本市では、農地バンク制度の実施や農地パトロールなどにより、適正に保全されてい
ない耕作放棄地は減少しています。 

■新規就農者に対する支援など新たな担い手の育成とともに、農地バンクや農地中間管
理機構制度等の活用により、耕作放棄地の減少や農地の流動化・集約化を推進する必
要があります。 

■「土田かぼちゃ」や「宮重大根」といった市の伝統野菜を生産する農家への支援や、伝
統野菜を活用した特産物の開発などを通じて、農業の振興を図る必要があります。 

■食に対する市民の関心が高まっている中、食育の推進に取り組む必要があります。 

■用排水路など土地改良施設の経年劣化による排水能力不足を解消するため、計画的な
整備を進める必要があります。 

■都市における緑の保全や防災機能など、農地の多面的機能を生かして良好な都市環境
の形成を図る必要があります。 

 

施策に対する市民の満足度・重要度 
 
［満足度・重要度の推移］        ［2018（平成 30）年度調査結果］ 

  
 

目指す姿 

農地の多面的機能を生かして、都市開発と均衡の取れた農業の振興が図られ、農家だけ
でなく市民全体がその利益を享受しています。 

 

達成度指標 
 

指 標 前期計画基準値 後期計画基準値 後期計画目標値 

市民満足度調査における満足

度満足度 

14.5％ 

（2016 年度） 

13.5％ 

（2018 年度） 

後期計画基準値から増加 

（2023 年度） 

地産地消を心がけている市民

の割合満足度 

36.9％ 

（2016 年度） 

34.7％ 

（2018 年度） 

後期計画基準値から増加 

（2023 年度） 

市内の耕作放棄地面積 
50,512 ㎡ 

（2016 年度末）※ 

34,880 ㎡ 

（2018 年度末） 

28,000 ㎡ 

（2024 年度末） 
※ 前期計画の基準値（2015年度末：20,165㎡）は算出の考え方が異なるため、後期計画の考え方による参考値を掲載している。 

 

12.0 15.2

27.1 25.3

14.5 13.5

46.5 45.9
52.0

46.5 44.5 43.0

0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

100.0

2008 2010 2012 2014 2016 2018

（単位：％）

満足度（満足、やや満足の合計） 重要度（重要、やや重要の合計）

2.1

15.0

11.4

28.0

68.4

44.3

11.0

4.7

3.9

1.1

3.3

6.9

満足度

重要度

（単位：％）

満足

/重要

やや満足

/重要

どちらとも

いえない

やや不満

/やや重要

不満

/重要ではない

無回答

政策５ 魅力に満ちた活力のあるまちをつくる 



- 55 - 

 
 

施策の展開 

１ 農業関係団体等への支援【産業課】 

多面的な機能を持つ農地を適切に保全するとともに、営農者がいきいきと農業に従

事できる環境づくりを行うため、農業関係団体や新規就農者に対する支援を行います。 

２ 耕作放棄地対策の実施【産業課】 

農用地の保全や利用の効率化・高度化を図るため、農地バンクや農地中間管理機構

制度等による耕作放棄地対策に取り組みます。 

３ 農業体験の機会提供【産業課】 

体験を通して食の知識の向上を図るとともに、新規就農のきっかけをつくるため、

農業体験塾や市民農園の貸し出しを行います。 

４ 食育の推進【産業課】 

市民一人ひとりの食に対する正しい理解を深めるとともに、食を通して地域の連携

を深めるため、食育まつりの開催や食育レポートの発行などにより、食育を推進しま

す。 

５ 農業用施設の整備【土木課】 

充実した農業環境を確保するため、用排水路や農道等の整備を行います。 

６ 農地等保全活動への支援【土木課】 

農地等を適切に保全し、農業・農村の有する多面的機能を維持・発揮するため、地域

の組織が行う農地等保全活動に対する支援を行います。 

 

関連する個別計画 
 

計画名 計画の概要 根拠法令 計画期間 

農業振興地域整

備計画 

次世代の農業後継者の育成を行う環境を整

備するとともに、優良農地の保全を図るた

めの計画です。 

農業振興地

域の整備に

関する法律 

2013（平成

25）年度～

2023（令和

５）年度 

第３次 食育推

進計画 

食を通して心身の健康づくり、地域づくり

を推進する計画です。 

食育基本法 2019（令和

元）年度 

策定予定 

農業の有する多

面的機能の発揮

の促進に関する

計画 

農業振興地域において農用地の保全を推進

する取組を行うことにより、農地の有する

多面的機能の発揮の促進を図るための計画

です。 

農業の有す

る多面的機

能の発揮の

促進に関す

る法律 

2019（令和

元）年度～

2023（令和

５）年度 
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施策 504 消費生活の擁護 主担当課：産業課 
 

現状と課題 

■国は、2015（平成 27）年３月に策定した「消費者基本計画」を踏まえて、どこに住ん

でいても質の高い相談・救済を受けられ、安全・安心が確保される地域体制を全国的

に整備することを目的として、相談体制の空白地域の解消、相談体制の質の向上、消

費者教育の推進などによる「地方消費者行政強化作戦」を進めています。 

■本市では、2017（平成 29）年度から消費生活センターを開設して消費生活相談を実施

しており、相談者数は増加傾向にあります。 

■複雑化・多様化する相談に対して、社会福祉協議会が主催する弁護士相談や不動産に

関する相談との連携を図る必要があります。 

■消費生活出前講座の開催などにより、市民の消費生活に対する意識の啓発を図る必要

があります。 

 

施策に対する市民の満足度・重要度 
 

［満足度・重要度の推移］        ［2018（平成 30）年度調査結果］ 

  
 

目指す姿 

市民が利用しやすい消費生活相談体制を通じて消費生活の擁護が図られ、市民が安心し

て豊かな消費生活を営むことができています。 

 

達成度指標 
 

指 標 前期計画基準値 後期計画基準値 後期計画目標値 

市民満足度調査における満足

度満足度 

16.1％ 

（2016 年度） 

14.5％ 

（2018 年度） 

後期計画基準値から増加 

（2023 年度） 

市の消費生活相談窓口を知っ

ている市民の割合満足度 

33.9％ 

（2016 年度） 

38.6％ 

（2018 年度） 

後期計画基準値から増加 

（2023 年度） 

消費生活相談窓口への相談件

数 
－ 

131 件 

（2018 年度） 

150 件 

（2024 年度） 

消費生活相談窓口の年間開設

日数 

69 日 

（2015 年度） 

215 日 

（2018 年度） 

後期計画基準値を維持 

（2024 年度） 
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施策の展開 

１ 相談支援体制の充実【産業課】 

消費生活センターにおける消費生活相談や司法書士による相談の実施、高齢者等の

特定世代に係るトラブル防止に向けた関係機関との緊密な連絡体制づくりなど、相談

支援体制の充実に取り組みます。 

２ 消費者問題の啓発【産業課】 

多様化する消費者問題に対する市民の意識を高めるため、消費生活出前講座等を通

じた啓発活動を行います。 

３ 金融信用貸付制度の実施【産業課】 

市民生活の改善向上を図るため、金融信用貸付制度を実施します。 
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施策 601 生涯学習の充実 主担当課：生涯学習課 
 

現状と課題 

■社会の成熟に伴って、生涯学習に対するニーズが高まっていることから、子どもから

高齢者まで幅広い世代のニーズに対応した、多様な学習機会の提供が求められていま

す。 

■生涯学習講座など、市民が身近な場所で学ぶよろこびや生きがいを感じる場づくりと

ともに、生涯学習の成果を様々な形で地域に還元する仕組みづくりを進める必要があ

ります。 

■2012（平成 24）年７月に開館した市立図書館は、子どもから高齢者まで幅広い世代の

市民に利用されており、開館以来、毎年貸出冊数を伸ばしています。 

■市立図書館では、ＳＮＳによる情報発信や地元企業等と連携した取組などにより、地

域に根ざした図書館づくりを進めています。 

■命の大切さや平和の尊さについて、引き続き児童が認識を深める機会を提供する必要

があります。 

 

施策に対する市民の満足度・重要度 
 

［満足度・重要度の推移］        ［2018（平成 30）年度調査結果］ 

  
 

目指す姿 

生涯学習に関する講座と情報発信が充実し、学びを通じて広く市民によろこびや生きが

いがはぐくまれています。 

 

達成度指標 
 

指 標 前期計画基準値 後期計画基準値 後期計画目標値 

市民満足度調査における満足

度満足度 

26.1％ 

（2016 年度） 

24.6％ 

（2018 年度） 

後期計画基準値から増加 

（2023 年度） 

生涯学習講座の参加者満足度
※１ 

93.0％ 

（2015 年度） 

97.9％ 

（2018 年度） 

後期計画基準値を維持 

（2024 年度） 

図書館の来館者数 
175,800 人 

（2015 年度） 

194,403 人 

（2018 年度） 

200,000 人を維持 

（2024 年度） 
※１ 生涯学習講座の受講者を対象としたアンケート調査により測定。 
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政策６ 豊かなこころとからだをはぐくむまちをつくる 
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施策の展開 

１ 生涯学習講座の開催【生涯学習課】 

市民が生涯にわたって充実した学習活動を行う場を提供するため、各種生涯学習講

座を行います。 

２ サタデーキッズクラブの開催【生涯学習課】 

子どもが郷土文化を理解するとともに、社会での生きる力をはぐくむ場を提供する

ため、サタデーキッズクラブを行います。 

３ 生涯学習を担う地域人材の育成・活用【生涯学習課】 

市民と協働して多種多様な分野の講座や教室等を行うため、生涯学習講座等を通じ

て生涯学習を担う地域人材の育成・活用を行います。 

４ 平和学習の機会提供【社会福祉課・生涯学習課】 

平和の尊さについての認識を深めるため、平和祈念式や平和推進派遣研修を行いま

す。 

５ 公民館等の管理・運営【生涯学習課】 

市民の生涯学習活動や文化・芸術活動等の場を確保するため、公民館等を適正に管

理・運営します。 

６ 地域に根ざした図書館づくり【生涯学習課】 

市民の図書館利用を促進するため、地域情報コーナーの充実や、乳児健診時に実施

する「ブックスタート」活動などにより、地域に根ざした図書館づくりに取り組みま

す。 

 

関連する個別計画 
 

計画名 計画の概要 根拠法令 計画期間 

生涯学習推進計

画 

生涯学習に関する取組を総合的・計画的に

推進するための計画です。 

生涯学習の

振興のため

の施策の推

進体制等の

整備に関す

る法律 

2018（平成

30）年度～

2024（令和

６）年度 
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施策 602 文化・芸術活動の振興 主担当課：生涯学習課 
 

現状と課題 

■市民が良質な文化・芸術を鑑賞できる機会を提供するため、「芸術劇場」を毎年開催し

ています。 

■文化・芸術活動を行う各種団体においては、会員の高齢化が進行していることから、

若い世代が文化・芸術にふれる機会づくりを積極的に行うことにより、文化・芸術活

動を担う若い人材を育てる必要があります。 

■はるひ美術館では、地域で活動する作家の展覧会の開催や、ボランティアのアートサ

ポーターとの連携強化により、地域に根ざした芸術活動の拠点として、魅力ある美術

館づくりを進めるとともに、その魅力を積極的に発信する必要があります。 

■はるひ美術館では、全国公募の絵画展「はるひ絵画トリエンナーレ」をこれまでに９

回開催し、国内でも広く知られる絵画展となっています。引き続き内容や規模を検討

しながら「はるひ絵画トリエンナーレ」を開催し、はるひ美術館の特色を生かして文

化・芸術活動の振興を図る必要があります。 

 

施策に対する市民の満足度・重要度 
 

［満足度・重要度の推移］        ［2018（平成 30）年度調査結果］ 

  
 

目指す姿 

文化や芸術にふれる機会が充実し、市民が生活の潤いや心の豊かさを実感できています。 

 

達成度指標 
 

指 標 前期計画基準値 後期計画基準値 後期計画目標値 

市民満足度調査における満足

度満足度 

24.4％ 

（2016 年度） 

23.1％ 

（2018 年度） 

後期計画基準値から増加 

（2023 年度） 

美術館の来館者数 
16,782 人 

（2015 年度） 

10,902 人 

（2018 年度） 

17,000 人 

（2024 年度） 
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無回答

政策６ 豊かなこころとからだをはぐくむまちをつくる 
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施策の展開 

１ 芸術劇場等の開催【生涯学習課】 

市民が文化・芸術にふれる機会を提供するため、芸術劇場や芸能発表会等を行いま

す。 

２ 地域の歴史・文化の啓発【生涯学習課】 

地域の歴史・文化に対する市民の理解を深めるため、啓発活動を行います。 

３ 文化・芸術活動を行う団体への支援【生涯学習課】 

市民の自主的な文化・芸術活動を促進するため、各種団体が行う活動に対する支援

を行います。 

４ 魅力ある美術館づくり【生涯学習課】 

市民が身近な場所で芸術にふれる機会を提供するため、趣向を凝らした企画展・特

別展等の実施により、魅力ある美術館づくりに取り組みます。 

５ 絵画トリエンナーレの開催【生涯学習課】 

次代を担う作家を育成するとともに、市民が優れた絵画にふれる機会を提供するた

め、絵画トリエンナーレを開催します。 

 

関連する個別計画 
 

計画名 計画の概要 根拠法令 計画期間 

生涯学習推進計

画 

《再掲》 

生涯学習に関する取組を総合的・計画的に

推進するための計画です。 

生涯学習の

振興のため

の施策の推

進体制等の

整備に関す

る法律 

2018（平成

30）年度～

2024（令和

６）年度 
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施策 603 文化財保護の推進 主担当課：生涯学習課 
 

現状と課題 

■2018（平成 30）年４月に改正「文化財保護法」が施行され、少子高齢化などを背景と

して文化財の滅失・散逸等の防止が課題であるとの認識のもと、文化財をまちづくり

に活用しつつ、地域社会総がかりでその継承に取り組むため、地域における文化財の

計画的な保存・活用の促進などが求められています。 

■市内に数多く存在する文化財の価値の周知とともに、文化財保護に対する意識の啓発

を図る必要があります。 

■毎年開催している文化財講座や文化財講演会には一定の参加者があり、地域の文化財

や歴史・文化資源に対する関心は高い状況にあります。 

■市立図書館の開館にあわせて、図書館内に歴史資料展示室を開設し、多様な企画展示

により市民が文化財にふれる機会づくりを行っています。 

■高齢化の進行などにより、山車をはじめとする文化財を後世に継承する担い手が不足

しています。 

■県は、朝日遺跡の価値・魅力の発信や文化活動、地域連携の拠点とするため、2020（令

和２）年度の開館に向けて、あいち朝日遺跡ミュージアムの整備を進めています。 

■朝日遺跡や清須城跡（清洲城下町遺跡）をはじめとする文化財について、県や各種団

体と連携して、一層の活用を図る必要があります。 

 

施策に対する市民の満足度・重要度 
 

［満足度・重要度の推移］        ［2018（平成 30）年度調査結果］ 

  
 

目指す姿 

市内に存在する文化財の保護と活用が適切に行われ、地域の歴史・文化が継承・発信さ

れています。 

 

達成度指標 
 

指 標 前期計画基準値 後期計画基準値 後期計画目標値 

市民満足度調査における満足

度満足度 

25.0％ 

（2016 年度） 

23.7％ 

（2018 年度） 

後期計画基準値から増加 

（2023 年度） 

歴史資料展示室の来場者数 
14,998 人 

（2015 年度） 

15,772 人 

（2018 年度） 

20,000 人 

（2024 年度） 
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政策６ 豊かなこころとからだをはぐくむまちをつくる 
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施策の展開 

１ 文化財の適切な保護【生涯学習課】 

市内の文化財についての調査や情報収集等により、文化財の適切な保護に取り組み

ます。 

２ 文化財保護の啓発【生涯学習課】 

市民の文化財保護に対する意識を高めるため、文化財講演会等を通じた啓発活動を

行います。 

３ 歴史資料の公開・展示【生涯学習課】 

市民が文化財にふれる機会を提供するため、歴史資料展示室や西枇杷島問屋記念館

での歴史資料の公開・展示を行います。 

４ 指定文化財の修理等への支援【生涯学習課】 

指定文化財を後世に継承するため、指定文化財の所有者が行う修理等に対する支援

を行います。 

５ あいち朝日遺跡ミュージアムとの連携【企画政策課・産業課・生涯学習課】戦略② 

朝日遺跡の活用を促進するため、あいち朝日遺跡ミュージアムと連携した取組を進

めます。 
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施策 604 スポーツ・レクリエーション活動の振興 主担当課：スポーツ課 
 

現状と課題 

■健康志向の高まりや、2020（令和２）年の東京オリンピック・パラリンピックの開催、

2026（令和８）年のアジア競技大会の愛知県・名古屋市での開催決定などにより、スポ

ーツ・レクリエーションへの関心が高まっています。 

■ウオーキングを通じて、歴史・文化・自然環境といった市の魅力を体感できる清須ウ

オークについて、各種団体との連携により、魅力の向上に努める必要があります。 

■市民の自主的なスポーツ活動を促進するため、気軽にスポーツを楽しむことができる

環境づくりを推進する必要があります。 

■地域におけるスポーツ活動の拠点と地域住民の交流の場づくりを進めるため、総合型

地域スポーツクラブの運営を支援しています。2013（平成 25）年４月から総合型地域

スポーツクラブ「きよすスポーツクラブ」の運営が開始されており、会員数は増加傾

向にあります。 

 

施策に対する市民の満足度・重要度 
 

［満足度・重要度の推移］        ［2018（平成 30）年度調査結果］ 

  
 

目指す姿 

スポーツ・レクリエーションの普及と振興を通じて、健康で豊かな市民生活がはぐくま

れています。 

 

達成度指標 
 

指 標 前期計画基準値 後期計画基準値 後期計画目標値 

市民満足度調査における満足

度満足度 

25.7％ 

（2016 年度） 

26.3％ 

（2018 年度） 

後期計画基準値から増加 

（2023 年度） 

週１回以上スポーツ・レクリ

エーション活動を行っている

市民の割合満足度 

23.7％ 

（2016 年度） 

20.0％ 

（2018 年度） 

後期計画基準値から増加 

（2023 年度） 

総合型地域スポーツクラブの

会員数 

340 人 

（2015 年度末） 

361 人 

（2018 年度末） 

500 人以上 

（2024 年度） 
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施策の展開 

１ スポーツの普及に向けた取組の推進【スポーツ課】 

幅広い層の市民を対象にスポーツを始めるきっかけをつくるため、体育協会や総合

型地域スポーツクラブと連携したスポーツ教室の開催など、スポーツの普及に向けた

取組を推進します。 

２ 市民体育祭等の開催【スポーツ課】 

スポーツを通じた幅広い層の市民の交流や、市民の健康づくりを促進するため、市

民体育祭などを開催します。 

３ 清須ウオークの実施【スポーツ課】 

ウオーキングを通じて、幅広い方に歴史・文化・自然環境といった清須市の魅力を

体感できる場を提供するため、清須ウオークを行います。 

４ スポーツ活動を行う団体への支援【スポーツ課】 

市民の自主的なスポーツ活動を促進するため、各種団体が行う活動に対する支援を

行います。 

５ 総合型地域スポーツクラブへの支援【スポーツ課】 

地域におけるスポーツ活動の促進や市民交流の場を確保するため、総合型地域スポ

ーツクラブの運営に対する支援を行います。 

６ スポーツ・レクリエーション施設の管理・運営【スポーツ課】 

市民の健康増進・体力向上や交流の場を提供するため、スポーツ・レクリエーショ

ン施設を適正に管理・運営します。 
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施策 605 国際交流の振興 主担当課：生涯学習課 
 

現状と課題 

■訪日外国人旅行者や外国人労働者が増加する中、国際理解の一層の促進が求められて

います。 

■本市では、清洲町での取組を継承して、2008（平成 20）年７月にスペイン・へレス市

との間で友好姉妹都市提携の協定書の再調印を行いました。 

■友好姉妹都市があるスペインの文化にふれるイベントの開催などを通じて、国際理解

の啓発に取り組んでいます。 

■市民の国際理解を促進するため、各種団体と連携して、各種講座やイベントの開催な

どを通した啓発とともに、国際交流員による保育園・幼稚園・小学校での活動を展開

する必要があります。 

 

施策に対する市民の満足度・重要度 
 

［満足度・重要度の推移］        ［2018（平成 30）年度調査結果］ 

  
 

目指す姿 

市民参加による国際交流が進展し、子どもから高齢者まで幅広い年齢層において国際理

解に対する関心が高まっています。 

 

達成度指標 
 

指 標 前期計画基準値 後期計画基準値 後期計画目標値 

市民満足度調査における満足

度満足度 

16.7％ 

（2016 年度） 

15.8％ 

（2018 年度） 

後期計画基準値から増加 

（2023 年度） 

市や市国際交流協会が実施す

る国際交流に関する講座・イ

ベント等を知っている市民の

割合満足度 

27.6％ 

（2016 年度） 

24.7％ 

（2018 年度） 

後期計画基準値から増加 

（2023 年度） 
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満足

/重要

やや満足

/重要

どちらとも

いえない

やや不満

/やや重要

不満

/重要ではない

無回答

政策６ 豊かなこころとからだをはぐくむまちをつくる 
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施策の展開 

１ 国際交流に関するイベントの開催【生涯学習課】 

国際交流の振興を図るため、スペインの文化を紹介する行事や展示など、国際交流

に関するイベントを開催します。 

２ 国際理解の啓発【生涯学習課】 

市民の国際理解を深めるため、国際理解を目的とした講座などを通じた啓発活動を

行います。 

３ 国際交流活動を行う団体への支援【生涯学習課】 

市民の自主的な国際交流活動を促進するため、各種団体が行う活動に対する支援を

行います。 

 

関連する個別計画 
 

計画名 計画の概要 根拠法令 計画期間 

生涯学習推進計

画 

《再掲》 

生涯学習に関する取組を総合的・計画的に

推進するための計画です。 

生涯学習の

振興のため

の施策の推

進体制等の

整備に関す

る法律 

2018（平成

30）年度～

2024（令和

６）年度 
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施策 606 男女共同参画社会の推進 主担当課：生涯学習課 
 

現状と課題 

■少子高齢化や人口減少など社会環境が大きく変化する中、多様性に富んだ活力ある社
会を形成していくためには、根強い固定的な性別役割分担意識を改革して、職場や家
庭、地域などそれぞれの場面において男女がその個性と能力を十分に発揮できる社会
の実現が重要となっています。 

■2015（平成 27）年８月には「女性活躍推進法」が制定され、女性が個性と能力を十分
に発揮して職業生活において活躍できる社会の実現が求められています。 

■本市でも、「男女共同参画プラン」を策定して様々な取組を進めていますが、引き続き
市民の男女共同参画に対する意識を高めるため、男女共同参画講演会などを通じて啓
発を図る必要があります。 

■2015（平成 27）年度から、男女共同参画社会の実現に向けた取組を一層推進するため、
男女共同参画推進懇話会を設置しています。 

■市の委員会や附属機関等における女性委員の割合が低い状況であることから、政策や
方針の決定過程への男女共同参画の拡大を推進する必要があります。 

■女性の貧困や女性に対する暴力など、社会環境の変化により女性を取り巻く問題が複
雑化していることから、その対応に努める必要があります。 

 

施策に対する市民の満足度・重要度 
 

［満足度・重要度の推移］        ［2018（平成 30）年度調査結果］ 

  
 

目指す姿 

男女共同参画社会の重要性について市民一人ひとりの理解が深まり、社会のあらゆる分

野において男女が互いに理解し、個人としての個性と能力を発揮できる環境が整ってい

ます。 

 

達成度指標 
 

指 標 前期計画基準値 後期計画基準値 後期計画目標値 

市民満足度調査における満足

度満足度 

11.9％ 

（2016 年度） 

13.8％ 

（2018 年度） 

後期計画基準値から増加 

（2023 年度） 

社会全体で男女が平等である

と思う市民の割合満足度 

23.9％ 

（2016 年度） 

22.5％ 

（2018 年度） 

後期計画基準値から増加 

（2023 年度） 

市の委員会・附属機関等にお

ける女性委員の割合 

30.0％ 

（2016 年 4 月 1 日） 

32.0％ 
（2018 年 4 月 1 日） 

※数値更新予定 

後期計画基準値から増加 

（2025 年 4 月 1 日） 
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満足

/重要

やや満足

/重要

どちらとも

いえない

やや不満

/やや重要

不満

/重要ではない

無回答

政策６ 豊かなこころとからだをはぐくむまちをつくる 
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施策の展開 

１ 男女共同参画社会の啓発【生涯学習課】 

市民の男女共同参画社会に対する意識を高めるため、男女共同参画講演会などを通

じた啓発活動を行います。 

２ 男女共同参画推進懇話会の開催【生涯学習課】 

男女共同参画社会の実現に向けた施策の効果的な展開を検討するため、男女共同参

画推進懇話会を開催します。 

３ 相談支援体制の充実【子育て支援課】 

配偶者等からの暴力を早期に発見し、適切な支援を行うため、母子・父子自立支援

員等による相談支援体制の充実に取り組みます。 

４ 委員会・附属機関等への女性の登用促進【全庁（生涯学習課）】 

あらゆる分野で多様な価値観や新しい発想を取り入れるため、市の委員会・附属機

関等への女性の登用を促進します。 

５ 特定事業主行動計画の推進【全庁（人事秘書課）】 

市の組織において、継続的に女性職員の活躍を推進するため、特定事業主行動計画

に基づいて、雇用環境の整備等に取り組みます。 

６ 女性の社会参加等を推進する団体への支援【生涯学習課】 

女性の社会参加等を推進するため、各種団体の活動に対する支援を行います。 

 

関連する個別計画 
 

計画名 計画の概要 根拠法令 計画期間 

男女共同参画プ

ラン【中間見直

し版】 

「みんなが認め合う、男女共同参画社会を

めざして」を基本理念として、男女が互い

に理解し、個人としての個性と能力を十分

に発揮できる社会を目指す計画です。 

男女共同参

画社会基本

法 

2014（平成

26）年度～

2021（令和

３）年度 

女性活躍推進法

に基づく特定事

業主行動計画

（仮称） 

市の組織全体で取り組む、女性の職業生活

における活躍の推進に関する取組目標や取

組内容、その実施時期を定めた計画です。 

女性の職業

生活におけ

る活躍の推

進に関する

法律（女性

活 躍 推 進

法） 

2019（令和

元）年度 

策定予定 
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施策 701 市民参加・市民協働の推進 主担当課：企画政策課 
 

現状と課題 

■本市では、これまで様々な行政分野において、様々な形で市民との協働によるまちづ

くりを進めるとともに、2015（平成 27）年１月には「市民協働指針」を策定するなど、

市民協働を推進しています。 

■更なる市民協働の推進に向けて、2018（平成 30）年４月から新たに市民協働に関する

部署を新設しました。 

■市民ニーズが多様化・高度化し、地域のつながりが希薄化する中で、行政または市民

だけでは解決できない地域社会の課題へ適切に対応するため、市民参加・市民協働の

取組を一層推進する必要があります。 

■市民参加・市民協働の一層の推進に向けては、市民参加を促すためのきっかけづくり

や、行政と市民の情報共有や交流を積極的に行う必要があります。 

 

施策に対する市民の満足度・重要度 
 

［満足度・重要度の推移］        ［2018（平成 30）年度調査結果］ 

  
 

目指す姿 

多様な機会・場所を通じて市民が積極的に市政に参加できる環境づくりや市民協働の取

組が進み、市民と市の交流が活性化しています。 

 

達成度指標 
 

指 標 前期計画基準値 後期計画基準値 後期計画目標値 

市民満足度調査における満足

度満足度 

20.6％ 

（2016 年度） 

20.5％ 

（2018 年度） 

後期計画基準値から増加 

（2023 年度） 

ボランティアや会議等を通じ

て、市の取組に参加したこと

がある市民の割合満足度 

25.1％ 

（2016 年度） 

22.6％ 

（2018 年度） 

後期計画基準値から増加 

（2023 年度） 
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/重要
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/重要ではない

無回答

政策７ つながりを大切にするまちをつくる 
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施策の展開 

１ 市民ワークショップ等の開催【全庁（企画政策課）】戦略③ 

市の施策についての計画を策定する際に、市民と意識の共有を図りながら計画策定

を進めるため、積極的に市民ワークショップなどを開催します。 

２ 市民協働による事業実施の検討【全庁（企画政策課）】 

新規事業の開始時だけではなく既存の事業も含めて、市民協働による事業の実施に

ついて検討を進めます。 

３ 市民参加・市民協働に係る情報発信力の強化【企画政策課】戦略③ 

市民の積極的な市政への参加や、市民協働についての理解を促進するため、ハンド

ブックなどを活用した積極的な情報発信や、情報の集約・一元化により、市民参加・市

民協働に係る情報発信力の強化に取り組みます。 

４ 市民交流の場づくりの推進【企画政策課】戦略③ 

市民等と市の情報共有や交流を促進するため、市民交流の場づくりを推進します。 

５ 市民協働推進体制の強化【企画政策課】戦略③ 

「市民協働指針」を踏まえて、市職員を対象とした定期的な研修の実施などにより、

市民協働を発展的に展開するための推進体制の強化に取り組みます。 

６ 行政出前講座の開催【全庁（企画政策課）】 

市民の市政に対する関心を高め、市民参加のきっかけを作るため、行政出前講座を

行います。 

 

関連する個別計画 
 

計画名 計画の概要 根拠法令 計画期間 

市民協働指針 市民団体等と市が、それぞれの役割と責任

を自覚し、共通の地域社会の課題を解決す

るために補完・協力し合う活動（市民協働）

に取り組む際の基本的な考え方を整理した

指針です。 

－ － 

 

  



- 72 - 

施策 702 広報・広聴活動の充実 主担当課：人事秘書課 
 

現状と課題 

■2015（平成 27）年４月号からの広報紙面のカラー化の本格実施や公募の市民記者によ
る広報紙面の作成、2014（平成 26）年からの市ホームページリニューアルなど、各種
媒体を通じて積極的に市政情報を発信しています。 

■メディア多様化の中で、｢活字離れ｣の現状があるものの、依然として活字情報のもつ
信頼性、保存性、情報の一覧性、容易性などから、広報紙という活字メディアは重要な
役割を果たしており、引き続き読みやすい広報紙づくりを進める必要があります。 

■高齢者や視覚障害者をはじめ、誰でも市のホームページを快適に利用することができ
るよう、ウェブアクセシビリティ（利用のしやすさ）の維持・向上を図る必要がありま
す。 

■市のイメージキャラクター「きよ丸」と「うるるん」の積極的な活用や、ふるさと納税
制度等を通じて、市のＰＲを推進する必要があります。 

 

施策に対する市民の満足度・重要度 
 

［満足度・重要度の推移］        ［2018（平成 30）年度調査結果］ 

  
 

目指す姿 

多様な広報媒体を通じて、市民に市政情報が届けられ、アクセシビリティも向上し、市

民の市政に対する関心や参加の意識が高まっています。 
 

達成度指標 
 

指 標 前期計画基準値 後期計画基準値 後期計画目標値 

市民満足度調査における満足

度満足度 

29.0％ 

（2016 年度） 

28.6％ 

（2018 年度） 

後期計画基準値から増加 

（2023 年度） 

市から市民の必要な情報が発

信されていると思う市民の割

合満足度 

－ 
48.1％ 

（2018 年度） 

後期計画基準値から増加 

（2023 年度） 

広報清須の紙面が読みやすい

と思う市民の割合満足度 

54.4％ 

（2016 年度） 

56.8％ 

（2018 年度） 

後期計画基準値から増加 

（2023 年度） 

市ホームページのアクセス件

数 

587,863 件 

（2015 年度） 

1,350,467 件 

（2018 年度） 

1,373,000 件 

（2024 年度） 

ふるさと納税による寄附件数 
925 件 

（2015 年度） 

4,447 件 

（2018 年度） 

2,700 件 

（2024 年度） 
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政策７ つながりを大切にするまちをつくる 
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施策の展開 

１ 市民が必要とする情報の積極的な発信【全庁（人事秘書課）】 

各種媒体を通じて、市民が必要とする情報の積極的な発信に取り組みます。 

２ 市民が読みやすい広報づくり【人事秘書課】 

特集記事など内容を充実させるとともに、市民が読みやすい広報づくりに取り組み

ます。 

３ 広聴活動の充実【全庁（人事秘書課）】 

声のポストやご意見メール、パブリック・コメント等の適正な運用を通じて、広聴

活動の充実に取り組みます。 

４ 市民満足度調査の実施【企画政策課】 

市政に関する市民の意向を把握し、まちづくりに反映させるため、市民満足度調査

を実施します。 

５ 「きよ丸」と「うるるん」の積極的な活用【全庁（企画政策課）】 

市の魅力や個性を広く発信するため、市のイメージキャラクター「きよ丸」と「うる

るん」を積極的に活用します。 

６ ふるさと納税制度を通じたＰＲの推進【企画政策課】 

ふるさと納税制度を通じて市を応援していただいた方に対して、市の特産品等を返

礼品として贈呈することにより、市と市の特産品のＰＲを推進します。 
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施策 703 自治・コミュニティ活動の振興 主担当課：防災行政課 
 

現状と課題 

■本市には、38のブロック（複数の自治会等で構成する組織）と 94の自治会等があり、

自治・コミュニティ活動を支えています。 

■活動組織の基盤強化を図り、地域の問題を地域自らが解決できる仕組みづくりを行う

ため、自治会等を単位として行っていた従前の自治・コミュニティ活動について、2010

（平成 22）年度からは、ブロックを単位とした活動促進への支援に取り組んでいます。

今後も社会の変化に対応して、引き続き地域住民が連携する取組に対して支援を行う

必要があります。 

■自治会等への加入率は比較的高い水準で推移しています。今後高齢化が進行する中に

あっても、自治・コミュニティ活動を活発に実施していくため、若い世代の自治・コミ

ュニティ活動への関心を高める必要があります。 

 

施策に対する市民の満足度・重要度 
 

［満足度・重要度の推移］        ［2018（平成 30）年度調査結果］ 

  
 

目指す姿 

自治・コミュニティ活動が活発化し、住民自治の促進と地域住民の融和が図られていま

す。 

 

達成度指標 
 

指 標 前期計画基準値 後期計画基準値 後期計画目標値 

市民満足度調査における満足

度満足度 

25.3％ 

（2016 年度） 

22.7％ 

（2018 年度） 

後期計画基準値から増加 

（2023 年度） 

地域のつながりを感じている

市民の割合満足度 戦略③ 
－ 

37.1％ 

（2018 年度） 

後期計画基準値から増加 

（2023 年度） 

ブロックや自治会等の活動に

参加している市民の割合 

満足度 戦略③ 

37.5％ 

（2016 年度） 

39.0％ 

（2018 年度） 

後期計画基準値から増加 

（2023 年度） 

自治会等への加入率 
88.4％ 

（2015 年度末） 

88.1％ 

（2018 年度末） 
後期計画基準値から増加 

（2024 年度末） 

  

19.9
28.3 28.8

25.8 25.3 22.7

37.0

48.7 50.9
45.8 46.4 48.6

0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

100.0

2008 2010 2012 2014 2016 2018

（単位：％）

満足度（満足、やや満足の合計） 重要度（重要、やや重要の合計）

4.3

18.0

18.4

30.6

65.2

40.0

6.3

3.3

2.3

1.1

3.6

7.2

満足度

重要度

（単位：％）

満足

/重要

やや満足

/重要

どちらとも

いえない

やや不満

/やや重要

不満

/重要ではない
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政策７ つながりを大切にするまちをつくる 
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施策の展開 

１ 自治・コミュニティ活動への支援【防災行政課】 

地域福祉や防災対策など地域住民が連携する取組の活性化を図るため、ブロックの

自治・コミュニティ活動に対する支援を行います。 

２ 自治・コミュニティ意識の啓発【防災行政課】 

市民の自治・コミュニティ活動に積極的に関わる意識を高めるため、啓発活動を行

います。 

３ 地区集会所整備への支援【防災行政課】 

自治・コミュニティ活動の場の充実を図るため、地区集会所の整備に対する支援を

行います。 
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施策 704 市民ニーズに応える行政運営の推進 主担当課：企画政策課 
 

現状と課題 

■市町村合併により誕生した本市では、市町村合併に対する財政措置を活用するととも
に、組織のスリム化や公共施設の利便性・効率性向上といった行政組織の再構築を進
めることにより、新しい清須市としての行政運営の確立に取り組んできました。 

■これまでの取組により市の行政運営の基盤は形作られてきましたが、市町村合併に対
する財政措置の終焉に加えて、高齢化の進行に伴って社会保障関係費などに係る負担
増加が見込まれ、市の行財政運営を取り巻く状況は厳しさを増すことが予想されます。 

■国からは、人口減少・高齢化の進行、行政需要の多様化など社会経済情勢の変化に対

応し、引き続き質の高い公共サービスを効率的・効果的に提供するために、ＩＣＴ（情
報通信技術）の徹底的な活用や、民間委託等の推進などによる更なる業務改革の推進
が求められています。 

■基本構想の行政運営の方針で定める「総合計画に基づく行政運営の推進」「持続可能な
財政運営の推進」を踏まえて、行政サービスの質を高めるとともに、経営資源の効率
的・効果的な配分を推進する必要があります。 

 

施策に対する市民の満足度・重要度 
 

［満足度・重要度の推移］        ［2018（平成 30）年度調査結果］ 

  
 

目指す姿 

市民のニーズにきめ細やかに対応しながら、計画的・効率的な行政運営と持続可能な財

政運営が行われ、市民サービスの質が向上しています。 
 

達成度指標 
 

指 標 前期計画基準値 後期計画基準値 後期計画目標値 

市民満足度調査における満足

度満足度 

21.0％ 

（2016 年度） 

20.5％ 

（2018 年度） 

後期計画基準値から増加 

（2023 年度） 

市の施策全般について、事業

効果を高める工夫や効率的な

事業実施の工夫ができている

と思う市民の割合満足度 

22.4％ 

（2016 年度） 

23.1％ 

（2018 年度） 

後期計画基準値から増加 

（2023 年度） 

公共施設等総合管理計画に基

づく個別施設計画の策定 
－ 

策定作業の進捗 

（2018 年度） 

個別施設計画の策定 

（2020 年度） 
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政策７ つながりを大切にするまちをつくる 
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施策の展開 

１ 電子自治体の推進【全庁（企画政策課）】 

ＩＣＴを活用して市民の利便性を向上させるため、マイナンバー等について市民が

利用しやすい環境整備を推進します。 

２ 行政改革の推進【全庁（企画政策課）】 

行政サービスの質を高め、市民満足度の向上を目指すとともに、経営資源を効率的・

効果的に配分するため、行政改革を推進します。 

３ 公共施設等の総合的かつ計画的な管理【全庁（財政課）】 

財政負担の軽減・平準化を図るため、計画的な改修による公共施設等の長寿命化や

適切な維持管理・修繕を実施するとともに、配置等の適正化に取り組みます。 

４ 職員の育成【全庁（人事秘書課）】 

職員の問題解決能力等を高めるとともに、その能力を十分に発揮することで組織力

を強化するため、総合的な人材育成型人事管理や人が育つ職場管理、人が伸びる職員

研修に取り組みます。 

５ 市民が利用しやすい市役所づくりの推進【全庁（財政課）】 

庁舎の機能を最大限に活用して、市民が利用しやすい市役所づくりを推進します。 

 

関連する個別計画 
 

計画名 計画の概要 根拠法令 計画期間 

第４次 行政改

革大綱（仮称） 

行政改革に取り組むための総合的な指針で

す。 － 

2019（令和

元）年度 

策定予定 

第４次 定員適

正化計画 

市の特色及び事業・施策の展開を勘案し、

定員適正化を図るための計画です。 
－ 

2019（令和

元）年度～

2024（令和

６）年度 

公共施設等総合

管理計画 

市の公共施設等の管理についての基本的な

考え方を整理した計画です。 
－ 

2017（平成

29）年度～

2031（令和

13）年度 

人材育成基本方

針 

市が求める職員像を示すとともに、人事制

度の方向を示した指針です。 
－ － 

 

 


